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 令和２年余市町議会第３回定例会会議録（第１号） 

 

開 会  午前１０時００分 

延 会  午後 ２時５９分 

 

                                                 

 

 〇招 集 年 月 日              

  令和２年９月１４日（月曜日）       

 

 〇招 集 の 場 所              

  余市町議事堂               

 

 〇開     会              

  令和２年９月１４日（月曜日）午前１０時 

 

 〇出 席 議 員  （１７名）       

  余市町議会議長  ３番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長 １７番 土 屋 美奈子 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ４番 藤 野 博 三 

      〃      ５番 内 海 博 一 

      〃      ６番 庄   巖 龍 

      〃      ８番 白 川 栄美子 

      〃      ９番 寺 田   進 

      〃     １０番 彫 谷 吉 英 

      〃     １１番 茅 根 英 昭 

      〃     １２番 近 藤 徹 哉 

      〃     １３番 安 久 莊一郎 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 中 谷 栄 利 

      〃     １６番 山 本 正 行 

      〃     １８番 岸 本 好 且 

 

 〇欠 席 議 員  （０名）        

 

 〇出 席 者              

  余 市 町 長  齊 藤 啓 輔 

    副    町    長  細 山 俊 樹 

    総  務  部  長  須 貝 達 哉 

  総 務 課 長  増 田 豊 実 

  企 画 政 策 課 長  阿 部 弘 亨 

    地 域 協 働 推 進 課 長  羽 生 満 広 

  財 政 課 長  髙 橋 伸 明 

  税  務  課  長  紺 谷 友 之 

  民 生 部 長  上 村 友 成 

  福 祉 課 長  照 井 芳 明 

  子育て・健康推進課長  芹 川 かおり 

  保 険 課 長  中 島   豊 

  環 境 対 策 課 長  成 田 文 明 

  経 済 部 長  渡 辺 郁 尚 

  農 林 水 産 課 長  濱 川 龍 一 

  商 工 観 光 課 長  橋 端 良 平 

  建 設 水 道 部 長  千 葉 雅 樹 

  建 設 課 長  篠 原 道 憲 

  まちづくり計画課長  庄 木 淳 一 

  下 水 道 課 長  北 島 貴 光 

  水 道 課 長  奈 良   論 

  会計管理者（併）会計課長  秋 元 直 人 

  農業委員会事務局長  水 野 貴 司 

  教 育 委 員 会 教 育 長  前 坂 伸 也 

  教 育 部 長  中 村 利 美 

  学 校 教 育 課 長  髙 田 幸 樹 

  社 会 教 育 課 長  浅 野 敏 昭 
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  選挙管理委員会事務局長 
               石 川 智 子 
  （ 併 ） 監 査 委 員 事 務 局 長 
 

 

 〇事務局職員出席者             

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  書         記  細 川 雄 哉 

  書         記  小 林 宥 斗 

 

 〇議 事 日 程             

  第 １ 会議録署名議員の指名       

  第 ２ 会期の決定            

      議長の諸般報告          

  第 ３ 常任委員の所属変更について    

  第 ４ 議案第 １号 令和２年度余市町一 

      般会計補正予算（第７号）     

  第 ５ 議案第 ２号 令和２年度余市町介 

      護保険特別会計補正予算（第２号） 

  第 ６ 一般質問             

                              

開 会 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから令和２年余

市町議会第３回定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は17名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 今期定例会に提出されました案件は、議案11件、

認定１件、常任委員の所属変更について、他に一

般質問と議長の諸般報告です。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定によ

り、議席番号16番、山本議員、議席番号18番、岸

本議員、議席番号１番、野呂議員、以上のとおり

指名いたします。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 この際、議会運営委員会の委員長からの報告を

求めます。 

〇８番（白川栄美子君） 令和２年余市町議会第

３回定例会開催に当たり、９月11日午前10時より

委員会室におきまして議会運営委員会が開催され

ましたので、その審議経過並びに結果につきまし

て私からご報告申し上げます。 

 委員７名の出席の下、さらに説明員として細山

副町長、須貝総務部長、増田総務課長の出席があ

りましたことをご報告申し上げます。 

 今期定例会に提出されました案件は、議案11件、

認定１件、常任委員の所属変更について、一般質

問は８名によります12件、他に議長の諸般報告で

ございます。 

 会期につきましては、本日より９月16日までの

３日間と決定しましたことをご報告申し上げま

す。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 日程第３、常任委員の所属変更についてにつき

ましては、即決にてご審議いただくことに決しま

した。 

 日程第４、議案第１号 令和２年度余市町一般

会計補正予算（第７号）につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第５、議案第２号 令和２年度余市町介護

保険特別会計補正予算（第２号）につきましては、

即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第６、一般質問は、８名による12件です。 

 日程第７、議案第３号 余市町議会議員及び余

市町長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例案につきましては、即決にてご審議いただ

くことに決しました。 
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 日程第８、議案第４号 余市町過疎地域自立促

進市町村計画の変更についてにつきましては、即

決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第９、議案第５号 工事請負契約の締結に

ついてにつきましては、即決にてご審議いただく

ことに決しました。 

 日程第10、議案第６号 工事請負契約の締結に

ついてにつきましては、即決にてご審議いただく

ことに決しました。 

 日程第11、議案第７号 町有財産の取得につい

てつきましては、即決にてご審議いただくことに

決しました。 

 日程第12、議案第８号 令和元年度余市町水道

事業会計未処分利益剰余金の処分についてにつき

ましては、即決にてご審議いただくことに決しま

した。 

 日程第13、議案第９号 北海道町村議会議員公

務災害補償等組合規約の変更について、日程第14、

議案第10号 北海道市町村職員退職手当組合規約

の変更について、日程第15、議案第11号 北海道

市町村総合事務組合規約の変更について、以上３

件につきましては関連がありますので、一括上程

の上、即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第16、認定第１号 令和元年度余市町水道

事業会計決算認定についてにつきましては、議長

と議会選出の監査委員を除く議員15名で構成する

令和元年度余市町水道事業会計決算特別委員会を

設置し、閉会中といえども審査、調査のできるこ

とを付け加え、付託するとともに、当該特別委員

会に対しましては審査、調査の円滑化を図るため、

地方自治法第98条の規定による書類の検閲及び検

査の権限を付与することに決しました。 

 なお、追加案件もあると伺っておりますので、

それらの案件が提出されました時点で議会運営委

員会を開催し、その結果をご報告申し上げます。 

 以上を申し上げまして、議会運営委員会の報告

といたします。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま委員長から報告

のとおり、今期定例会の会期は本日から16日まで

の３日間といたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は本日から16日まで

の３日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、お手

元にご通知いたしました案のとおりでありますの

で、ご了承願います。 

 なお、今期定例会は、地方自治法第121条第１項

の規定により説明員として通知のありました者は

お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願

います。 

 次に、傍聴人の定員について申し上げます。 

 傍聴規則第３条の規定により、傍聴人は報道関

係者と他に一般傍聴者38名となっておりますこと

をご報告申し上げます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 次に、諸般の報告をいた

します。 

 初めに、地方自治法第235条の２第３項の規定に

よります例月出納検査の結果報告が監査委員から

ありましたので、その写しを配付しておりますの

で、ご了承願います。 

 次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律第３条第１項及び第22条第１項の規定によりま

す令和元年度決算に基づく財政の健全化判断比率

及び資金不足比率についての報告が町長からあり

ましたので、その写しを配付しておりますので、

ご了承願います。 

 次に、国道229号余市・岩内・島牧間整備促進期

成会の総会が書面により開催され、また例年行わ

れていた要請行動の中止に伴い、お手元に配付の

要望書を関係機関に送付した旨の通知がありまし

たので、ご報告申し上げます。 
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 以上で諸般報告を終わります。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第３、常任委員の所

属変更についてを議題といたします。 

 総務文教常任委員の寺田議員から産業建設常任

委員に、産業建設常任委員の茅根議員から総務文

教常任委員にそれぞれ常任委員会の所属を変更さ

れたい旨の申出があります。 

 お諮りいたします。寺田議員及び茅根議員から

申出のとおり、それぞれ常任委員会の所属を変更

することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、それぞれ委員会の所属を変更すること

に決定いたしました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第４、議案第１号 令

和２年度余市町一般会計補正予算（第７号）を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（齊藤啓輔君） ただいま上程されました

議案第１号 令和２年度余市町一般会計補正予算

（第７号）について、その概要をご説明申し上げ

ます。 

 今回ご提案いたします補正予算につきまして

は、国の補正予算第２号において増額となりまし

た新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金の第二次分として実施いたします各種事業の

補正計上と余市協会病院バス路線運行維持対策に

係る補助金の補正計上、さらに交付対象者の追加

に伴う農業次世代人材投資資金交付金の増額補正

計上を行ったものであります。 

 次に、ただいま申し上げました以外の各款にお

ける主な補正内容について歳出からご説明申し上

げます。総務費におきましては、寄附に伴う基金

への積立金とふるさと納税取扱業務委託料等の増

額、国外転出者のマイナンバー対応に係る各シス

テム改修委託料の補正計上を行ったものでござい

ます。 

 民生費におきましては、過年度分の国庫負担金

等の精算に伴う返還金の補正計上を行ったもので

ございます。 

 衛生費におきましては、ロタウイルスワクチン

の定期予防接種化に係る予防接種委託料等の補正

計上を行ったものでございます。 

 商工費におきましては、道の駅再編整備に係る

調査業務委託料の補正計上を行ったものでありま

す。 

 土木費におきましては、余市港中央ふ頭におけ

る物揚げ場護岸補修工事の補正計上を行ったもの

であります。 

 教育費におきましては、通学バス運行委託料の

増額補正計上と大川小学校体育館におけるギャラ

リー補修工事の補正計上を行ったものでありま

す。 

 次に、歳入についてご説明いたします。歳入に

つきましては、国、道支出金、繰入金等の特定財

源に求めるとともに、必要となる一般財源につい

ては繰越金に財源を求め、歳出との均衡を図った

ものであります。 

 この結果、今回の補正予算額４億7,911万

4,000円を既定予算に追加した総額は 114億

6,102万4,000円と相なった次第であります。 

 今回ご提案いたしました補正予算（第７号）に

ついて、その概要を説明申し上げましたが、詳細

につきましては担当課長よりご説明申し上げます

ので、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願

い申し上げます。 

〇財政課長（髙橋伸明君） 議案第１号 令和２

年度余市町一般会計補正予算（第７号）。 

 令和２年度余市町の一般会計の補正予算（第７

号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ
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れ４億7,911万4,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ114億6,102万4,000円と

する。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和２年９月14日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 歳出からご説明申し上げます。４ページをお開

き願います。中段でございます。３、歳出、２款

総務費、１項総務管理費、４目財産管理費、補正

額4,496万4,000円、24節積立金4,496万4,000円に

つきましては、寄附による社会福祉施設等建設基

金積立金５万円と余市町ふるさと応援寄附金基金

積立金4,491万4,000円の補正計上でございます。 

 ５目企画費、補正額6,508万円につきましては、

ふるさと納税に係る経費として11節役務費205万

円、12節委託料5,240万1,000円、13節使用料及び

賃借料529万9,000円の計上とアイヌロゴデザイン

作成委託料33万円の計上、さらには18節負担金補

助及び交付金500万円につきましては、余市協会病

院バス路線運行維持対策事業補助金の計上でござ

います。 

 15目新型コロナウイルス対策事業費、補正額３

億2,795万9,000円につきましては、国の第二次補

正予算により拡充された新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金による事業として在宅

勤務導入事業780万7,000円、高度無線環境整備推

進事業１億9,004万5,000円、交通事業者支援事業

190万円、幼稚園・高等学校支援事業260万円、新

型コロナウイルス感染症対応農業・漁業支援交付

金事業6,000万円、新型コロナウイルス感染症拡大

防止対策支援事業500万円、家賃・地代支援事業

1,400万円、道の駅周辺受入れ態勢整備事業150万

円、公立学校情報機器整備事業412万円、公立学校

教員用情報機器整備事業1,232万5,000円、学校保

健特別対策事業1,156万1,000円、社会教育施設衛

生環境改善事業492万7,000円、図書館パワーアッ

プ事業542万4,000円、公共施設でのコロナ対策消

耗品費344万3,000円のほか、新型コロナウイルス

感染症緊急包括支援交付金による備品購入費78万

7,000円と対象者の増に伴う子育て世帯への臨時

特別給付金252万円の補正計上でございます。 

 ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、補正額

744万7,000円、12節委託料744万7,000円につきま

しては、住民基本台帳ネットワークシステム改修

委託料251万9,000円、戸籍システム改修委託料

492万8,000円の補正計上でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、10目介護保険費、

補正額３万8,000円、22節償還金利子及び割引料３

万8,000円につきましては、令和元年度低所得者保

険料軽減に係る国庫負担金返還金２万5,000円と

道費負担金返還金１万3,000円の計上でございま

す。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、２目児童措置費、

補正額19万1,000円、22節償還金利子及び割引料

19万1,000円につきましては、令和元年度子育ての

ための施設等利用給付費道費負担金返還金の計上

でございます。 

 次のページをお開き願います。４款衛生費、１

項保健衛生費、３目予防費、補正額154万5,000円、

12節委託料154万5,000円につきましては、ロタウ

イルスワクチンが定期予防接種に追加されたこと

による予防接種委託料の補正計上でございます。 

 ７目保健健康推進費、補正額50万2,000円、12節

委託料50万2,000円につきましては、健康管理シス

テム改修委託料の計上でございます。 

 ４款衛生費、２項清掃費、１目じん芥処理費、

補正額ゼロ円につきましては、寄附に伴います財

源の組替え計上でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興

費、補正額450万円、18節負担金補助及び交付金

450万円につきましては、交付対象者の増に伴う農

業次世代人材投資資金交付金の補正計上でござい

ます。 
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 ７款商工費、１項商工費、２目商工振興費、補

正額30万円につきましては、北海道市町村振興協

会助成金を受けて開催するセミナーに係る講師報

償金29万円と消耗品費１万円の補正計上でござい

ます。 

 ６目道の駅管理運営費、補正額2,204万5,000円、

12節委託料2,204万5,000円につきましては、官民

連携基盤整備推進調査委託料の補正計上でござい

ます。 

 ８款土木費、４項港湾費、１目港湾管理費、補

正額88万円、14節工事請負費88万円につきまして

は、余市港中央ふ頭物揚げ場護岸補修工事の補正

計上でございます。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、

補正額119万8,000円、12節委託料119万8,000円に

つきましては、通学バス運行委託料の計上でござ

います。 

 10款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、

補正額５万5,000円、17節備品購入費５万5,000円

につきましては、寄附に伴います学校図書館用図

書の補正計上でございます。 

 ３目学校改修整備費、補正額236万5,000円、14節

工事請負費236万5,000円につきましては、大川小

学校体育館ギャラリー補修工事の補正計上でござ

います。 

 10款教育費、３項中学校費、１目学校管理費、

補正額４万5,000円、17節備品購入費４万5,000円

につきましては、寄附に伴います学校図書館用図

書の補正計上でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

２ページをお開き願います。下段でございます。

２、歳入、15款国庫支出金、２項国庫補助金、１

目総務費国庫補助金、補正額３億1,311万1,000円、

１節総務費国庫補助金３億1,311万1,000円につき

ましては、社会保障・税番号制度システム整備費

補助金744万7,000円、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金３億69万2,000円、アイヌ

政策推進交付金497万2,000円の補正計上でござい

ます。 

 ２目民生費国庫補助金、補正額252万円、２節児

童福祉費国庫補助金252万円につきましては、子育

て世帯への臨時特別給付金事業費補助金の計上で

ございます。 

 ５目教育費国庫補助金、補正額896万円、１節小

中学校費国庫補助金896万円につきましては、公立

学校情報機器整備費補助金126万5,000円、学校保

険特別対策事業費補助金769万5,000円の計上でご

ざいます。 

 ６目商工費国庫補助金、補正額808万円、１節商

工費国庫補助金808万円につきましては、官民連携

基盤整備推進支援調査費補助金の計上でございま

す。 

 16款道支出金、２項道補助金、２目民生費道補

助金、補正額78万円7,000円、２節児童福祉費道補

助金78万7,000円につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症緊急包括支援交付金の計上でございま

す。 

 ４目農林水産業費道補助金、補正額450万円、１

節農業費道補助金450万円につきましては、農業次

世代人材投資事業補助金の計上でございます。 

 ６目商工費道補助金、補正額1,500万円、１節商

工費道補助金1,500万円につきましては、プレミア

ム付商品券発行支援事業費補助金の計上でござい

ます。 

 18款寄附金、１項寄附金、２目総務費寄附金、

補正額4,524万4,000円、１節総務費寄附金4,524万

4,000円につきましては、2,184件の余市町ふるさ

と応援寄附金4,491万4,000円と新型コロナウイル

ス感染症対策寄附金といたしまして伊藤健治、久

美子様より３万円、小樽地方石油業協同組合余市

支部一同様より10万円、株式会社昭和プラント様

より10万円、匿名を希望される方より10万円の寄

附でございます。 

 ３目教育費寄附金、補正額10万円、１節教育費
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寄附金10万円につきましては、十河千恵子様から

の10万円の小中学校図書館図書購入寄附金でござ

います。 

 ４目民生費寄附金５万円、１節民生費寄附金５

万円につきましては、安藝邦房様からの５万円の

社会福祉寄附金でございます。 

 ５目衛生費寄附金、補正額５万2,000円、１節衛

生費寄附金５万2,000円につきましては、イオン北

海道株式会社様より５万1,133円の環境対策事業

寄附金でございます。いずれもご寄附をいただい

た方のご意向に沿った予算措置をさせていただい

たものでございます。 

 19款繰入金、５項教育施設建設整備基金繰入金、

１目教育施設建設整備基金繰入金、補正額236万

5,000円、１節教育施設建設整備基金繰入金、236万

5,000円につきましては、歳出における大川小学校

体育館ギャラリー補修工事に伴う繰入金の補正計

上でございます。 

 19款繰入金、６項余市町ふるさと応援寄附金基

金繰入金、１目余市町ふるさと応援寄附金基金繰

入金、補正額5,975万円、１節余市町ふるさと応援

寄附金基金繰入金5,975万円につきましては、歳出

におけるふるさと納税経費の増額に伴う繰入金の

計上でございます。 

 20款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

1,829万5,000円、１節繰越金1,829万5,000円につ

きましては、必要となる一般財源の追加計上でご

ざいます。 

 21款諸収入、５項雑入、１目雑入、補正額30万

円、１節雑入30万円につきましては、北海道市町

村振興協会助成金の補正計上でございます。 

 以上、議案第１号の提案理由につきましてご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇14番（大物 翔君） 幾つか伺ってまいりたい

と思います。 

 まず、４ページだったのですけれども、新型コ

ロナウイルス対策ということで各種予算上がって

おりますけれども、この中の図書館についてまず

聞きたいのですけれども、先般の議員協議会の中

でも図書館パワーアップ事業というくくりの中で

これを進めていくのだという説明はありました。

具体的に書籍の使用料ということである程度計上

されておりますけれども、これを行うことで大体

何冊分ぐらいの閲覧が可能になるのだろうかとい

うことが１つと、基本的にはＩＤ取れば自宅で見

れますよというふうな触れ込みだったと思うので

すけれども、これはあくまで自宅でとか、あるい

は手持ちの端末で見るというものに限定されてい

るのか。これ教育委員会もちょっと関わってくる

問題なのですけれども、学校で見ることできるの

かという部分も大変重要になってくるのかなと思

います。その辺りはどうなっているのでしょうか

ということがまず１つ目。 

 そして、２つ目として、めくって６ページなの

ですけれども、道の駅について。７款商工費の中

で官民連携基盤整備ということで予算が計上され

てございます。今のところ私ども伺っている話で

は、道の駅、どこにするというのは確定はしてい

ないのだと。おおむね３か所候補地があって、そ

れをプロポーザル方式含めて公募して、アイデア

を募っている状態だと。それに関連した調査委託

料だと思うのですけれども、都市公園の予定地だ

とか、もしくは協会病院跡地であれば町有地なの

かなと思うのですけれども、もう一か所、高速道

路の出口付近というのも候補に挙がっておったと

思うのです。あそこというのは既に土地を取得さ

れているのでしょうか。恐らくまだしていないの

ではないかなと思うのですけれども、その辺含め

て一体この道の駅をどういうふうにしていこうと

考えていらっしゃるのか、お願いいたします。 
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〇社会教育課長（浅野敏昭君） 14番、大物議員

の質問にご答弁いたします。 

 電子図書館の書籍の予定冊数と、それからどう

いったところで電子書籍を閲覧できるのかという

ご質問だったかと思いますが、まず冊数につきま

しては、今年度電子図書館の導入事業の中で電子

図書館の使用料、それから導入委託料、電子書籍

の購入料ということでトータルで金額のほうは計

上しておりますけれども、現在そちらについて予

定の選本を作業中でございます。道内で既に導入

している館からの情報を収集いたしながら、適切

な選本する予定ですということでご理解賜ればと

思います。 

 ２つ目のどういったところで利用できるのかと

いうことでございますけれども、ＩＤを取得した

後ご自分の端末でご覧いただけるということで、

インターネット環境があればどちらでも閲覧でき

るというような仕組みのものでございますので、

学校現場でもこれから予定されている端末などで

インターネット環境整っていればどういった場所

でも町内在住の方等々、いろいろな場所で電子図

書が閲覧できることがこの電子書籍の強みである

というふうに考えておりますので、ご理解賜れば

と思います。 

〇商工観光課長（橋端良平君） 14番、大物議員

からの道の駅の検討状況に関するご質問にご答弁

申し上げたいと存じますけれども、用地の話ござ

いました。昨年度実施いたしました調査におきま

しては、様々な調査の中で適地選定に関する調査

も行いまして、その中で議員おっしゃっていた３

つの候補地点について客観的な評価を行いまし

て、後志自動車道余市インターチェンジ出入口付

近の優位性が高いという調査結果が導き出された

ところでございまして、本年６月５日開催の第

11回産業建設常任委員会におきましてその旨をご

報告申し上げたところでございます。用地の取得

の話もございましたけれども、まだ取得はしてご

ざいませんで、これから地権者の方々とのお話は、

接触というか、そういったことはしていくことに

なろうかと思っておりますが、今現在まだ一切そ

ういったことはしておりませんので、今後そうい

ったことについては着手していきたいというふう

に考えてございます。 

〇14番（大物 翔君） 図書館の件は分かりまし

た。よろしくお願いします。 

 道の駅の続きだったのですけれども、まだ土地

は取得していないよと。高速の出口辺りが有望視

されているというお話でしたけれども、高速開通

して約２年たちますけれども、あの周辺、なかな

か交通渋滞すごいのです。道の駅、建物と駐車場

含めた施設でございますので、一回造ってしまえ

ば黙って数十年は動かすわけにはいかないだろう

と。そうであれば、用地選定含めて慎重にやって

いかなければならないだろうし、将来の交通予測

なども踏まえた上での位置づけというものを改め

てしていかねばいかぬと思うのです。でないと、

一部の地域に負荷が集中し過ぎるという現象はき

っと起きるだろうと。それで、関連してお聞きす

るのですけれども、場合によっては、この３つの

候補地、今出ていますけれども、この３つの候補

地も含めてですけれども、ちょっと諸事情が重な

った結果、今役場が見初めている場所だけではな

くて、近いのだけれども別の場所に移すとかとい

う可能性もあるのだろうかと。あるいは、それは

原理的に可能なものなのかなと。土地を取得して

いないというのであれば、途中で変わって、より

よい土地を求めるというのも一つ選択肢に挙がっ

てくる可能性あるのかなと思うのですが、その辺

りの見解どうでしょう。 

〇商工観光課長（橋端良平君） 14番、大物議員

からのご質問でございますが、渋滞等々の話ござ

いました。この件につきましては、まだ地権者と

の具体的なお話ですとか接触はしておりませんけ

れども、やはり高速道路、余市インターチェンジ
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が供用開始となって以降渋滞問題というのは非常

に皆様気にされている、地域の方々が気にされて

いることだと聞いております。そして、今商業施

設の進出なども取り沙汰されているところであっ

て、住民説明会なども行われていたということも

存じ上げておりまして、そういったこともありま

して、私ども地元区会、黒川八幡区会でございま

すけれども、区会長様、副区会長様、その他連合

班長様にお集まりいただきまして、私どもここで

今検討しているのですというお話はさせていただ

きました。その中で渋滞に関する懸念される声と

いうのは様々ありましたけれども、最終的には頑

張ってくださいと、いいものつくってくださいと

いうような形でお話をいただいたところでありま

して、今ほかのところ、代替地含めてどう考えて

いるのだということについては全く考えておりま

せん。今このインターチェンジ付近が優位性が高

いという調査結果が出ましたので、それを受けま

して、実現に向けて鋭意進めてまいりたいという

ふうに考えておりますので、ご理解賜りたいと存

じます。 

〇15番（中谷栄利君） 私も新型コロナウイルス

対策事業費の、まず備品購入費のところで主なも

の、どういった項目があるのかちょっとお尋ねし

たい。 

 それと、議員協議会の中でも説明受けて、私も

発言しておりますが、農業・漁業支援交付金、農

家、漁業関係者を支援する大変有効なものなので

すが、これに当たって周知、また相談等は漁協や

農協の関係機関でということでなっております。

実際に町でもＰＲしているかと思いますが、これ

に当たって相談、あるいは検討している、そうい

ったこと含めて農家、漁業関係者、それぞれの全

体の何人か、あるいはどういうふうに浸透してい

るのか、その辺の状況をどのように把握されてい

るか、お願いいたします。 

（何事か声あり） 

〇議長（中井寿夫君） 庄議員に申し上げます。 

 ただいま審議中でありますので、ご静粛にお願

いをいたします。 

（「はい、分かりました」の声あり） 

〇財政課長（髙橋伸明君） 15番、中谷議員のご

質問に私のほうからご答弁申し上げます。 

 今回の予算計上に当たりましては、各所管課、

いろいろまとまってございますので、備品購入費

ということで主なものを、今回計上したものを述

べさせていただきます。まず、事業名でもござい

ましたが、在宅用のＰＣ、これの計上、また保育

所等の空気清浄機能つきの加湿器、これは学校の

ほうにもございます。同様のものを計上してござ

います。それから、児童生徒用のモバイルルータ

ーの購入、また遠隔学習対応の通信機器、これは

マイクですとかウェブカメラ、こういったものを

予算として計上させていただいてございます。 

〇農林水産課長（濱川龍一君） 15番、中谷議員

のご質問にご答弁申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症対応農業・漁業支援

交付金につきましては、新しい生活様式への対応

による力強い経済基盤の構築と本町農漁業の将来

の感染リスクに対しても強靱なものに変革するこ

とを目的といたしまして、余市町農業協同組合と

余市郡漁業協同組合に対しそれぞれ3,000万円の

支援を行うものでございまして、どういった支援

が必要かということでは農協さん、または漁協さ

んとそれぞれ協議をいたしたものでございます。

また、そうしたことで、内容といたしましては地

域経済活性化を目指しまして、将来に向けて新た

な付加価値を生み出すための投資促進事業、販売

拡大や経営継続に向けた取組として資機材等の整

備に対する支援をいたしたいと考えてございます

ので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

〇15番（中谷栄利君） 備品購入費、大体主な説

明で分かりました。これについては、よろしいか

と思います。 
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 それで、農業、漁業関係なのですが、農協、漁

協にそれぞれ3,000万円という形で対応して、雇用

促進だとかやっているという話なのですけれど

も、漁業、農業関係者にとってはやはり必要なも

のを購入するに当たっても、漁業関係者は単価が

引き下がることによって非常に経営が困難な状況

も発生しています。そういった中で修繕に充てた

い、そういったことも含めて考えているのですが、

要するにそういった対応で一定期間決められてい

る中で物事は進んでいるかと思いますが、これに

当たってＰＲ等、相談等、全部、議員協議会の中

では農協、漁協のところで対応していただきたい

という話になっていますが、全体にこの生産者、

どういうふうに浸透しているか、またそれぞれの

漁協、農協の取組状況についての相談、協議なん

かもどのようにしているか、どのように浸透させ

て、どういうふうに反映しているかという実態を

把握することは非常に大切だと思っていますの

で、その点にどういうふうに対応しているのか、

お願いします。 

〇農林水産課長（濱川龍一君） 15番、中谷議員

の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 ただいまこのたびの交付金の説明をさせていた

だきました。そうしたことで農協さん、漁協さん

ともどういった支援が必要なのか、また農漁業者

の方々がどういったものを必要とされているのか

といったことを協議させていただいた中で、この

たび交付金の内容を予定させていただいてござい

まして、計上させていただいているものでござい

ますので、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

〇15番（中谷栄利君） 私はどういうふうに浸透

しているかということも含めて、仮に農家や漁協

さんの人たちの何割だとか、そういうふうな話を

期待しているのですけれども、それのちょっと状

況をお願いしたいのと、１つはコロナ対策という

ことになっていますので、非常に入り口が感染症

対策ということになっているかなと思います。ま

た、そういったことも含めて一定の説明書を見る

だけではちょっと入りにくいかなと思いますけれ

ども、ある生産者に至ってはそういったことをや

りながらも修繕だとか含めてぜひそういった交付

金あったらありがたいという話があるわけですか

ら、幅広くそういったことが、考えている人たち

が全て使いやすいように対応していくことは重要

だと考えていますので、それぞれの農協、漁協の

ところでどういった相談、あるいはそれぞれの生

産者、どういうふうに浸透しているか、そういっ

たことも実態把握は必要だと思っています。ぜひ

そういった生産者のところに十分こういった政策

が行き渡るような配慮を担当課としてもそれぞれ

の機関と連携して取り組んでいただきたい、そう

思いますので、最後の質問にします。 

〇農林水産課長（濱川龍一君） 15番、中谷議員

の再度のご質問にご答弁申し上げます。 

 ただいま様々な農漁業者の声を聞いた上での施

策を考えてはということだと思いますけれども、

こちらにつきましては今後、新年度予算、まだま

だ先ではございますけれども、コロナウイルス感

染症の状況がどういったことになるのかといった

先行きがまだ見通せないところもありますけれど

も、農漁業者の声を農協さん、漁協さんともまた

交えまして聞いた上で、今後の政策のほうに反映

させていきたいと思っておりますので、ご理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

〇18番（岸本好且君） ちょっと私のほうから同

じく新型コロナウイルス対策事業について２点ほ

ど確認といいますか、お聞きをいたします。 

 まず、１つは高度無線環境整備推進事業、大変

大きな事業で、約１億9,000万円ということで、こ

れは今まで各議員がこれまでこの余市町内の環境

整備ということで多くの方が質問されております

けれども、この未整備地区、世帯数も含めて、ど

のぐらいの規模といいますか、工事期間はどのぐ
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らい現時点で見ているのか、まずそれをお聞きを

いたします。 

 それから、もう一点は文化財施設の環境整備工

事ということで、設計委託料154万円、それから工

事費として338万7,000円、これフゴッペ洞窟、そ

れから福原漁場の換気設備ということで計上され

ていますけれども、換気設備ですので、環境をよ

くするということで、これは全く新しい工事なの

か。今までも換気設備はあったけれども、この機

会に増設、もしくは新しいものに切り替えるもの

なのか、工事内容についてお聞きをいたします。 

〇企画政策課長（阿部弘亨君） 18番、岸本議員

の質問についてご答弁いたします。 

 まず、１点目の高度無線環境整備推進事業につ

いてでございますけれども、規模につきましては

現在メタル回線、固定回線のアナログ回線やデジ

タル回線などの回線が整備されていて、光ファイ

バーが整備されていない地域全域を考えておりま

す。また、世帯数等についてはこれからの協議と

いう形になります。 

 あと、工事期間ですけれども、事業のスケジュ

ールにつきましてはこの予算措置がされた後ＮＴ

Ｔ東日本に正式に申し込むこととなります。この

光ファイバーの整備につきましては全国でもかな

りの数の市町村が整備を予定していると聞いてお

りますので、早期に整備が完了するというのは難

しいと考えておりますが、今後ＮＴＴ東日本との

協議を進めてまいりたいと考えております。 

〇社会教育課長（浅野敏昭君） 18番、岸本議員

の質問にご答弁いたします。 

 換気設備工事ということで、今回のものは国指

定史跡フゴッペ洞窟と同じく国指定史跡旧余市福

原漁場の２か所でございます。こちらにこのたび

予定しております換気工事でございますけれど

も、基本的には新設のものでございます。フゴッ

ペ洞窟のほうはもともと換気設備というものはご

ざいましたが、今回予定しているものはそことは

別の経路で換気をするものでございます。それか

ら、福原漁場のほうは国道から２軒目になります

けれども、石の蔵がございます。もともと明治時

代の蔵ということで、そういった換気設備という

ものはお客様の便宜用のものとしては持ってござ

いませんでした。それがこのたびのコロナの換気

対策が必要ということで、まずフゴッペ洞窟でい

きますと一番突き当たりの細い通路になってござ

います。そこで空気が滞留してしまうものなので、

そこから排気をして、中の空気を外に出すという

工事がフゴッペ洞窟です。福原漁場のほうは細長

い建物の中で入り口が片側に２か所しかございま

せんので、その中に吸気と排気を入れまして、新

たに換気の設備を持たせるというものでございま

す。ですから、質問のお答えといたしましては、

基本的には新設の換気工事、換気機能を上げると

いう工事でございますので、よろしくご理解賜れ

ばと思います。 

〇18番（岸本好且君） 最初の高度無線環境整備

推進事業の関係で、今回のコロナ対策でこれは北

海道管内はもちろんそうなのですけれども、各自

治体が環境整備にこの機会に取りかかるというこ

とで、その背景にはいろいろな新規就農だとかあ

るのですけれども、学校教育の環境、特に余市町

の場合、登小学校の関係もありますので、やっぱ

り急いでやらなければならないという事業ですの

で、今課長のほうから、殺到しているということ

もあって、これは年度もまたがるということも十

分考えられると思いますけれども、今各地域に住

んでいる方がこの光回線の関係について大変要望

も多くて、自分の地域はいつ頃だろうかとか、そ

れから工事の内容だとか、そういうものについて

すごく関心があって、役場のほうに問合せとか多

分来ていると思います。各議員にもそういう問合

せもあると思いますけれども、周知の方法、そう

いうことをこれから十分していかなければならな

いと思いますけれども、何か今考えていることが
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あるのかどうか、丁寧に地域住民に説明する責任

といいますか、ちょうど境目になっているところ

とかやっぱりありますので、その辺について現時

点での考え方あればお聞きしたいと思います。 

 それから、２番目の文化財の関係なのですけれ

ども、新規に増設するということで環境がよくな

るということなのですけれども、これは特に福原

漁場の倉庫の関係は今まで換気はされていなかっ

たということだと思うのですけれども、文化財で

すから、この中に大事な資料とか、そういうもの

が多分入っていると思うのですけれども、これま

でと新しく今この環境整備したことによってそう

いうことが完全に保管といいますか、そういうも

のが十分されていくのかどうか、それで十分な設

備なのかどうか、その点お聞きします。 

（「議事進行」の声あり） 

〇６番（庄 巖龍君） 開会から50分以上が過ぎ

ました。３密を避けるためにも答弁は一回休憩を

入れてからしていただきたいと思います。そのよ

うに議長のほうで進めていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま庄議員から議事

進行発言がございましたが、ただいま令和２年度

余市町一般会計補正予算（第７号）の質疑中であ

りますので、終わりましたら休憩をいたしますの

で、ご了承願います。 

 それでは、答弁を求めます。 

〇企画政策課長（阿部弘亨君） 18番、岸本議員

の再度の質問についてご答弁申し上げます。 

 今回の光ファイバー整備につきましては、議員

おっしゃるとおり、住民の方、とても要望が多い

し、注目も大きいというふうに認識しております。

これからの周知等につきましてはこれからＮＴＴ

東日本と協議していく形となりますけれども、こ

ういった周知とか説明についてはこれから丁寧に

住民の方に説明してまいりたいと考えておりま

す。 

〇社会教育課長（浅野敏昭君） 18番、岸本議員

の再度の質問について答弁いたします。 

 福原漁場の換気工事、換気設備の工事によって

中にございます文化財、資料についての保管状況

など、対応についてはどうかということであった

かと思いますけれども、今回のこの工事で大体緩

やかな対流を起こす、長方形の建物の中で対角線

に緩く対流を起こすというような工事になってご

ざいますので、急激な湿度の低下、気温の上下と

いうものを起こさないような工事ということでお

願いをする予定でございます。当然お預かりして

おります資料の保管については細心の注意をもっ

て展示をしてございますけれども、工事終わった

後もそういった資料の保管については十分に検討

して、監視といいましょうか、見てまいりたいと

思いますので、よろしくご理解賜ればと思います。 

〇18番（岸本好且君） 高度無線環境の関係につ

いては了解いたしました。丁寧な周知方よろしく

お願いします。 

 ２番目の文化財の関係なのですけれども、今の

福原漁場の倉庫の関係、それからフゴッペも含め

てそうなのですけれども、今コロナの関係で来場

される方も例年よりはるかに少ないと思うのです

けれども、これから終息して、これ来年度以降の

話ですけれども、また来客数が多くなると。工事

なのですけれども、倉庫のほうは一般客は影響な

いと思うのですけれども、フゴッペとかの関係で

冬期間の休館の間に工事をされるのか、並行して

やるのか、その１点だけ最後にお聞きします。 

〇社会教育課長（浅野敏昭君） 18番、岸本議員

の再度の質問についてお答えいたします。 

 現在予定しております工事のほうですけれど

も、最初に設計がございまして、設計委託業務が

終わりました後工事に入りますので、12月の上旬

まで福原漁場、フゴッペ洞窟とも開館しておりま

すが、それが終わった後、来年の４月の上旬まで

冬期の閉館に入ります。その期間に工事をすると
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いうことでいろいろ各方面にお願いをしていると

ころでございます。よろしくご理解賜ればと思い

ます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号 令和２年度余市町一般会

計補正予算（第７号）は、原案のとおり可決され

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５７分 

                              

再開 午前１１時１０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第５、議案第２号 令

和２年度余市町介護保険特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保険課長（中島 豊君） ただいま上程されま

した議案第２号 令和２年度余市町介護保険特別

会計補正予算（第２号）につきまして、提案理由

をご説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げました補正予算の主な内容

でございますが、歳出におきまして令和元年度の

国、道支出金等の精算に係る返還金の補正を行う

ものでございます。 

 なお、歳入につきましては、令和元年度の介護

給付費交付金等の精算による追加交付のほか、必

要となる一般財源については繰越金に求め、歳出

との均衡を図ったものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第２号 令和２年度余市町介護保険特別会

計補正予算（第２号）。 

 令和２年度余市町の介護保険特別会計の補正予

算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ2,459万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ25億4,840万7,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和２年９月14日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 初めに、歳出からご説明申し上げますので、２

ページをお開き願います。下段でございます。３、

歳出、４款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、

２目償還金、補正額2,459万2,000円、22節償還金

利子及び割引料2,459万2,000円につきましては、

令和元年度の介護保険給付費と地域支援事業費の

国、道支出金の精算による返還金の計上でござい

ます。 

 次に、歳入についてご説明を申し上げますので、

本ページの上段をご覧願います。２、歳入、４款

支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護

給付費交付金、補正額374万8,000円、２節過年度

分374万8,000円につきましては、令和元年度の介
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護給付費交付金の精算による追加交付の計上でご

ざいます。 

 ２目地域支援事業支援交付金、補正額152万

6,000円、２節過年度分152万6,000円につきまして

は、令和元年度の地域支援事業支援交付金の精算

による追加交付の計上でございます。 

 ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額

1,931万8,000円、１節繰越金1,931万8,000円につ

きましては、必要となる一般財源について繰越金

を計上したものでございます。 

 以上、議案第２号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号 令和２年度余市町介護保

険特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり

可決されました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第６、一般質問を行

います。 

 なお、一般質問は一問一答方式により実施しま

す。発言時間は、質問、答弁を含め45分以内の時

間制限となっており、持ち時間５分前にベルを鳴

らします。 

 それでは、順次発言を許します。 

 発言順位１番、議席番号14番、大物議員の発言

を許します。 

〇14番（大物 翔君） 令和２年第３回定例会に

当たり、さきに通告済みの質問１件について答弁

を求めます。よろしくお願いします。 

 高速道路出入口及び都市計画について伺いま

す。平成11年12月10日付でなされた道路の都市計

画決定では、高速道路とインターチェンジ建設の

ため、都市計画道路八幡線を32メートル道路に拡

幅することが計画決定しています。ところが、財

政的な理由から急遽設計を変更して、当初計画よ

り高速道路を800メーター縮小、現在の地点に暫定

インターを設置するに至りました。その後、後志

全体の今後の高速道路計画が見通せないこともあ

り、現在の取付け道路のままでありました。しか

し、24年を周期とする有珠山噴火が近年２回続け

て起こっており、ＪＲ室蘭本線が使用不能に陥っ

たことなどもあり、たとえＪＲ函館本線がなくな

ったとしても成り立つ各種輸送手段の整備が国に

とって急務となり、高速道路の共和までの延伸が

急遽決定し、建設工事が開始されました。共和方

面へのインターがどこになるのか、正式な発表は

まだ伺っていませんが、かつての都市計画決定や

巷間の話を総合して考えると、八幡線の先、農道

飛行場付近になるのではないかと考えます。ただ、

想像どおりであってもなくても問題が残ります。

このインターが共和方面との乗り降りしかできな

いものになってしまうのではないかという点で

す。もし新設されるインターが共和方面への乗り
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降りの機能しか持たない場合、暫定状態のものが

町内に２か所、距離の離れた場所に設置されるこ

とになり、交通混乱のもとになる上、町内の各地

の道路交通に大きな負荷をかけることになりま

す。この問題を回避するためには過去のインター

チェンジ構想の復元が必要であり、これなくして

正常な高速道路と町内道路の有機的な運用は難し

いと考えます。札幌方面、共和方面、双方の乗り

降りを１か所でまとめて行うことができるインタ

ーチェンジが必要であり、だからこそ余市町はか

つて八幡線を32メートル道路として拡幅する都市

計画決定を行ったのではなかったのでしょうか。

加えて、改めてインターチェンジの構想を考える

のであれば、もう一手間加える必要があると考え

ます。かつて町道として決定した八幡線を道道に

昇格させて整備していく。その上で周辺の道路計

画も含めて総合的に整備していく。こうすること

で町長なども語る北後志の玄関口としての余市町

は発展していくことができるのではないでしょう

か。そこで、以下の点を中心に町の見解を伺いた

いと思います。 

 １つ、平成11年12月決定の計画は決定当時のま

ま現存しているのか。 

 ２つ、高速道路が延伸した場合、インターチェ

ンジが新設されると思うが、供用開始予定はいつ

であり、どのような機能を持つものなのか。 

 ３つ、高速道路の完成によって町が衰退するわ

けにはいかない。それを回避し、なおかつ町内の

発展を支える道路網の整備を町はどのように考え

ているのか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の高速道

路出入口及び都市計画についてのご質問に答弁申

し上げます。 

 初めに、都市計画決定についての質問でござい

ますが、八幡線につきましては延長560メートル、

幅員32メートルとして、また高速道路であります

余市望海台通につきましても延長2,820メートル、

幅員24メートルとして平成11年12月10日の都市計

画決定時のまま現存しております。 

 次に、新設されるインターチェンジに関する質

問でございますが、高速道路であります余市望海

台通、八幡線を結節するため必要とするものであ

り、仁木、共和方面への乗り降り機能を持ったイ

ンターチェンジが整備されることとなっておりま

す。また、供用開始時期につきましては、現時点

におきまして事業主体であります小樽開発建設部

からは具体的な明示はされておりませんが、現在

（仮称）仁木インターチェンジまでの区間の早期

供用開始に向け工事が進められているところであ

ります。 

 次に、道路網の整備についてのご質問でござい

ますが、高速道路からの交通につきましては市街

地とのアクセス化を図るべく都市計画道路に位置

づけ、国道や道道を含めた交通ネットワーク構築

に努めているところでございます。本町といたし

ましては、今般黒川線が道道昇格による整備が決

定なされたことにより余市駅東側における中心的

な幹線道路となり、町民生活に大変寄与するとと

もに、渋滞緩和としての効果に期待しているとこ

ろであります。道路網の整備につきましては、土

地利用の状況により重要性や必要性も大きく変わ

ることから、今後も関係機関と協議しながら道路

網の整備を進めてまいります。 

〇14番（大物 翔君） まずは、１番目、計画自

体は現存しておるということで、今でも有効なも

のであるということが確認できました。 

 それを踏まえて２番目に入っていきたいのです

けれども、まだいつ供用開始になるかは分からな

いのだという話でしたが、それはそれで分かるの

ですけれども、一方で片方にしか行き来できない

と。最初にご指摘したように、暫定インター２か

所という編成になってしまうと。こうなってしま

うと何が起きてくるかというと、仁木だとか共和

だとか、あっちのほうに行きたい人が途中で用事



 

－34－ 

  

があって余市に降りてくると、そこの今開通して

いる道路のところで。何らかの用事を足して、ま

た高速に乗って向こうへ行くと。あるいは、共和

方面から来た車が余市に寄りたいよと思ったら、

これから供用開始される予定のところで一回降り

て、町内の道路走って、用事を足して、札幌のほ

うに行きたいのであればまた高速に乗って、向こ

うへ行くという流れになろうかと思うのですが、

片方にしか乗り入れができない出口ってあまりこ

の辺ではないかなと思うのです。あるのかもしれ

ないけれども。ただ、そうなってしまうと結局逆

走問題も発生するだろうし、道に迷ってしまう人

も出てくるだろうと。結局出入口が分散してしま

うということはその分公共施設どこに建てるだと

か商業施設がどこに集まってくるという問題にも

これ触れてきてしまうと思うのです。そうなって

くると、やっぱりこの機能の部分ですけれども、

札幌からも乗り降りできるし、もしくは共和、倶

知安のほうから来た車も乗り降りできるものが１

か所でできなければ私はいかぬと思うのです。そ

うしていかないと、余市町の道路機能というのが

大変混雑してくると。場合によっては都市機能が

脅かされる事態にもなるだろうと、そういうふう

に考えるわけなのですけれども、余市町としては

以前高速道路のフルジャンクション化を要望して

まいりますということを都度都度代表質問などで

も答弁していたと思うのですけれども、今でもも

ちろんフルの出口をつくるのだと、つくってほし

いのだと、そういう要望を上げ続けているのでし

ょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 フルジャンクション化につきましては、将来高

速道路が４車線化するということを聞いておりま

すが、フルジャンクションまでの暫定措置として

今大物議員がおっしゃったようないわゆるハーフ

というような形式でインターチェンジが設置され

ております。聞いているところでは将来フルジャ

ンクションまでの暫定措置としてハーフ、ハーフ

になっているということでございますので、将来

的には４車線化してフルジャンクション化するこ

とを想定しているということで理解しておりま

す。 

〇14番（大物 翔君） では、将来的にそういう

方向に持っていきたいとするならば、どっちにも

乗り入れ可能な出入口はどこにつくるつもりなの

か。今開通している余市の出口のところでフル化

してしまうということを考えるのか、もしくはこ

れからできるはずの八幡線の辺りにできる出入口

をそういうふうにしていくという構想で考えてい

るのか。どちらですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 道路整備の状況につきましては、将来の交通量

予測なども踏まえまして関係機関と協議の上決定

されるものと考えておりまして、現時点でどこと

いうことはお答えすることはできません。 

〇14番（大物 翔君） そういうことであれば、

20年近く前に決定している都市計画を見直す必要

も出てきてしまうのではないのかなと。平成11年

に決めた都市計画決定では、八幡線のあそこにフ

ルの出入口というふうに図面上は受け取れたので

す。もちろんそのときまだ共和方面の道路描いて

いないのですけれども、将来見通せないのだとい

うのであれば、確かにそうなのかもしれないけれ

ども、では土地の取得状況についてお伺いします

けれども、今の余市の高速の余市インターの辺り、

フル化した場合に対応できるだけの土地って取得

されているのですか。あるいは、今の八幡線の場

所、フル化した場合の、あるいは大きくした場合

の土地取得ってもうしてあるのでしょうか。その

辺どうですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 
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 土地の取得に関しては、４車線化を想定した取

得はなされていると把握しております。 

〇14番（大物 翔君） どちらがでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 高速道路が４車線化されるための土地取得とい

うことであります。 

〇14番（大物 翔君） 将来の確かに交通体系と

いうのは読み切れぬ部分はあろうかと思います。

ただ、今厄介なことに余市インターの出口付近に

お店屋さんが進出しようとしていたりもしている

し、道の駅を造ろうかという計画も有望地の一つ

として選定されていると。そうなってきますと、

また一つ厄介な問題なのかなと。 

 これは今３番目のほうにこれから移ってやりた

いのですけれども、結局どうしてこの話に私こだ

わるかというと、現状の登街道自体もかなり大変

なことになっておると。都市計画決定の図面を見

ていくと、実は今の余市インターの場所にいろい

ろな施設を集めて何かしていくというよりも、八

幡線のほうから開発をかけていったほうが将来的

な車の流動がスムーズにできるのではないかと私

は考えるのです。結局どこへ行っても今の余市と

いうのは高速から降りてくれば基本的には線路渡

らないと向こう側に行けないという、これはそう

いう成り立ちだから仕方ないのですけれども、唯

一大きい道路で１か所あるとすればフルーツ街道

を抜けるしかないはずなのです。あそこは高架に

なっていますから、踏切気にしないで往来できる

と。ただ、現実に余市に来てくださる方々、どう

やって町の中移動しているのかなと、今時点で見

たら、まず高速降りました。１つは真っ直ぐその

まんま登街道を走っていって渋滞にはまっていく

ルート、もう一つは大型トラックだとか倶知安方

面に行きたい車は、朝早い時間とか見ていると分

かるのですけれども、フルーツ街道のほうに向か

って逃げていこうとする。もしくは、積丹方面に、

古平方面に行きたいのだという人は大浜中登線通

って、踏切渡って、国道に行くと。これがメイン

なのですけれども、今年コロナの影響で若干交通

量減っていたのかなと思うのですけれども、中通

り２号線もそうでしたし、あるいは南２線もかな

り渋滞しておりました。結局登街道が詰まってし

まうものだから、そこからみんな逃げようとする

わけです、当たり前ですけれども。そうしたら、

住宅道路の中にどんどん、どんどん車が進入して

きてしまうのです。別に渋滞にはまった車が悪い

わけでもなく、住んでいる人が悪いわけでもない

のです。そうせざるを得なくて、そうしているの

です。となったときに都市間移動している人が生

活道路にまで入ってくると。これを何とかしてあ

げないといつか事故が起きると。昨年ですけれど

も、今の黒川の十二、三丁目ですか。葬儀屋さん

の建物ある近く、中道一本入ったら大きいスーパ

ーのところの駐車場の出口まで一直線に抜けれる

道路あるのですけれども、あの付近で見ていまし

たらば、渋滞にはまった車がもう辛抱たまらなく

なって、無理やりハンドル切って、そっちの道路

に進入していっているのです。何回かひかれそう

になった人いるのです。何年か前にあの交差点、

事故も起きていますし、そうなってくると北後志

の玄関口と銘打ちながら、一方でインフラが全く

追いついていないという現実が浮かび上がってく

るのではないかと。では、これをどうするのだと

いうことが大きな問題になってくると思うのです

が、町としてはどういう形でこれを交通整理して

いって、住んでいる人と移動する人がけんかしな

いように行き来できる道路構想、都市構想を考え

ているのかお伺いしたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 道路計画、都市計画決定の全体像の話になるか

と思いますけれども、先ほどから話題に出ている

とおり、平成11年12月に決定しているということ
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で、結構時間がたっているということでございま

すので、都市計画決定の変更についても社会情勢

の変化ですとか高速道路、高規格道路、ＪＲ等の

交通手段、今後の動向なども踏まえまして関係機

関と協議を重ね、将来的に検討していかなければ

ならないと考えております。 

〇14番（大物 翔君） 今ちょうど鉄道の話が出

たので、ついでに申し上げたいと思うのですけれ

ども、恐らく線路があってもなくてもあまり変わ

らないと思います。なぜかといえば、道路の幅の

問題があるから。たとえ線路があってもなくても

結局は道路が狭くて、その先の信号で詰まってし

まうわけだから、その現状はなかなか変えられな

いと思うのです。今中通り２号線だって道道昇格

目指してやっていただいているところです。もし

道道昇格となれば、踏切工事だってするでしょう、

それに合わせて。やろうと思ってもそもそもあそ

こ、国道と線路と南２線の間、距離がなさ過ぎる

ものですから、下から潜ることもできないし、上

に橋架けることも恐らく難しいと思うのです。と

なれば、平面交差の踏切つけざるを得ないだろう

と。では、道道の規格に応じて道路を拡幅しても

らったとしても恐らく２車線道路にはならぬはず

なのです。仮に線路があってもなくても結局大川

保育所の前の交差点で詰まってしまう。そして、

そう考えていけば、動向を注視してというのは分

かるのですけれども、では余市町が既に決定した

計画の中で今申し上げている様々な交通問題を解

決する方法ってないのですか。私はあると思うの

ですけれども、どうですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 先ほど来申し上げているとおり、道道昇格です

とか、それ以降は、関係機関と協議を重ねながら

どういうような道路体系がいいのか協議をしてい

きたいと考えているところであります。 

〇14番（大物 翔君） 私今の質問、ご答弁伺っ

ていて謎だったのがどうして中通り２号線に接し

ている、まほろばから今黒川の14丁目になってい

る道路の話が出てこないのだろうなと。あれだっ

て随分昔に都市計画決定しているはずなのです。

今は畑ですけれども、畑の中道路で抜いて、線路

の下を潜って、信金の横に出る、そういうのが都

市計画決定の図面には描かれているはずなので

す。その話も出てこない。そして、もう一つ、八

幡線、水田の沢線、真っすぐ行くと登街道にぶつ

かります。登街道渡ったらまほろばです。協会病

院の裏、あそこだって高架にして、線路をまたい

で、国道５号線につなげる。たしか平成７年だっ

たかな、八幡線の計画を決定する前に既にそうい

う道路が計画決定されておるはずなのです。どう

してそっちの話が全く出てこないで、社会情勢見

ながらというふうな言い方になってしまうのです

か。都市計画ってそんなものなのですか。どうな

のですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 高架にするですとか、おっしゃっているのは登

川と交差して橋を架けるとか、そういう話だと思

いますけれども、なぜかということですが、そこ

に欠けている視点があります。そもそも予算がか

かるということが全くもって大物議員の議論には

出てきていない。我々といたしましても都市計画

道路の整備につきましては、先ほど来申し上げて

いるとおり、将来の交通推計ですとか予測を、交

通需要の予測等を勘案した上で優先順位を考慮し

た中で整備に向けた検討していくということでご

ざいます。 

〇14番（大物 翔君） 予算がかかる、予算がな

い、それ分かります。では、伺いますけれども、

私が先ほどの質問で言った２つの道路、今の単価

でやろうと思ったら幾らかかりますか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 



 

－37－ 

  

 今言った高架ですとかの話だと思いますけれど

も、現時点ではそれを具体的な計画には落とし込

んでおりませんので、仮定の質問にはお答えでき

ません。 

〇14番（大物 翔君） 昔都市計画審議委員やっ

ていた方から聞いたのですけれども、どっちの道

路も、今から20年以上前の積算ですけれども、大

体20億円ぐらいずつかかるだろうという試算が当

時審議会の中で出ておったと聞くのです。どこが

仮定の話なのですか。ただ20年たっただけです。

単価は多分変わっている。ひょっとしたら倍ぐら

いになるかもしれない。都市計画を持っていなが

ら、どうして積算していないのですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の再度の

質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 大物議員がおっしゃったとおり、20年かかって

単価が変わっているから、仮定の話と申し上げた

ことでございます。先ほど来申し上げているとお

り、優先順位を勘案した上で今優先的にやること

は道道昇格をして、渋滞をできる限り緩和すると。

高速道路ができたことで町内の渋滞については我

々も深刻な問題として捉えているという問題意識

は、共有するところであります。しかしながら、

財源の問題ですとか様々な土地の利用の問題、総

合的な都市計画決定については、先ほど来申し上

げているとおり、社会状況が変化して、見直さな

ければいけないので、全体像を見ながら今後も検

討していくということです。 

〇14番（大物 翔君） 全体像を見ながらとおっ

しゃるのであれば、やはり腑に落ちないのは、先

ほど予算でも質問いたしましたけれども、悪気は

ないと思うのですけれども、余市町、今自分の手

で渋滞増やそうとしていませんか。どういうこと

かというと、今のところ有望地とされている道の

駅の移転予定先、調査段階でまだ白紙なのかもし

れないけれども、あのすぐ近くに大きな商業施設

もどうやら来るようだという、この間住民説明会

やっていました。そうしたら、ますますあそこ混

むではないですか。移転せざるを得ないという切

実な理由があって、候補地どこにしましょうかと

いうふうに募っていたのは承知しています。駐車

場なくなってしまって、困っているのも分かって

います。いずれにしても、八幡線のところと余市

のインターのところに出入口は２か所できてしま

うわけです。余市に寄って、なおかつ遠くまで行

こうと思ったら、一回高速降りてこなければいけ

ない。しかも、大分距離を走っていかないと行き

来できない、そういう事情になっていることを踏

まえれば、道の駅をあそこに移すという候補に選

んでいること自体私問題だと思うのです。あそこ

ではないはずなのです、こういう条件を加味して

いって考えるのだったら。幾つか候補あると思う

のですけれども、例えば八幡線、水田の沢線と登

街道の交差している場所だとか、あるいはフルー

ツ街道と水田の沢線、八幡線が交差しているとこ

ろ、２か所に出入口があって、どちらにも車が出

入りできて、なおかつ将来的なフル化を見越して

いくのであれば、恐らく建てるべきはその辺りで

あって、今の高速の出口ではないはずなのです、

私の思うところでは。仮定の話だと言われてしま

うかもしれないけれども、現実に計画は進行して

いるわけです。では、果たしてもくろみどおりい

ろいろな施設が集まって、道の駅もひょっとした

らあそこにできて、その車、どこに逃がすのです

か。そこまで含めて私は都市計画に基づいてこう

やって話をしているのです。将来のあれがどうの

こうの、確かにそうだ。そのとおりです。都市計

画は本来考えれば100年後のまちづくりを想定し

てつくっているのですから。では、100年たったか

らって道路要らなくなるか。そんなことはないの

です。たまたま町の発展の都合上この東部地域っ

て逆コの字型に住宅や事業施設が海に面して張り

つくような形になって、ここ何十年かでコの字の

内側がどんどん開発されて、今家がどんどん建っ



 

－38－ 

  

ていっていると。かつて阿部町政の時代に田園都

市構想なるものを掲げた時期がありました。今そ

の負の遺産に余市町は財政的に苦しみ続けてい

る。つまり道の駅をどうするのかもそうだし、道

路をどうするのかもそうだし、あのまほろばをど

うするのか、こういったものを含めた上で総合的

に見ていかなければいけないのに、誤解かもしれ

ないけれども、私が感ずるのはとにかく急がねば

ならないし、高速道路、あそこに出口できている

し、では追加投資しなくてもよさそうだからとい

ってあそこ選ぼうとしているようにも見ようによ

っては見えるのです。だから、いろいろな施設を

建て替えなければならない、移さなければならな

い、東部地域のまほろばに最終的に公共施設を張

りつけていってあそこを完成させるというのが阿

部町政以来の田園都市構想であるならば、今こう

やって議論している中で出てきている道路のお話

だけではやっぱり厳しいのではないかなと思うの

です。人口は減るかもしれない。ただ、交流人口

を減らしたいとは思っていないはずです。人口だ

って減らしたくないと思っている。となれば、

100年先の余市を考えたときにではあそこでいい

のか、今の道路でいいのか、こういう議論になっ

てくるはずなのですが、どうでしょう。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 質問の趣旨が不明確なので、確認させていただ

きたいと思いますが、道路が今までのままでいい

のかという、そういうことでよろしいと理解して

答弁させていただきますと、先ほど来申し上げて

いるとおり、11年の決定なので、今後の動向踏ま

えながら関係機関と協議を重ねていくという答弁

でございます。 

〇14番（大物 翔君） なかなか言えない部分も

あるし、見通せない部分もあろうかなと。そこは

分からなくはないのですが、ただ都市計画決定、

もし見直していくことになるのであれば、もう一

つ見直したほうがいい路線あると思うのです。先

ほど少し出てきた旭線の高架の問題です。町長、

お金がないからそれは夢物語だよというような趣

旨だったかもしれないけれども、必要のない道路

を図面に描き込むことはないわけで、将来的に必

要だと考えるから、今でもあそこに図面が残って

いるわけです。あそこに線が引いてあるわけです。

ただ、あの線、なぜだか分からないけれども、小

樽のほうとの行き来はできるのです、図面上だと。

ところが、積丹、古平のほうに行けないようにな

っているのです。ただカーブしているだけなので

す。両方になっていないのです。当時どういうい

きさつでそういうふうにしたのかは私も分からな

いけれども、ただ高速の出口があそこにできるこ

とが分かってきて、最終的にフル化したものをあ

そこに持っていこうとするのであれば、そこの旭

線の整備だって両方に行けるような形で都市計画

決定し直して、整備していかなければならぬです

し、中通り線だけでは恐らく今のあれは支え切れ

ないから、別の道路を通すことで総体的にあの地

域の交通体系をよくしてあげる。どこへでも行け

る町にしていかなければいけない。そうしていく

中で、私は恐らく今でも余市町を苦しめている旧

土地区画整理事業の問題だって解決していけるの

ではないかと考える次第なのです。今こうだから

こうする、あしたこうだからこうするという話で

はないのです。全体を踏まえてどうしたいのだと

考えたら、今言ったようなプロセスが必要になっ

てくると私は考えるのですが、どうですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 先ほど来申し上げていることでございますが、

我々としても渋滞の解消ですとか交通のスムーズ

な流れを確保するということはもちろん思ってい

るところでございます。各論に関しましては、先

ほどと同じ答弁になりますけれども、今後の将来

像を見据えながら都市計画決定を見直していくこ
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とも検討しているということでございます。 

〇議長（中井寿夫君） 大物議員の発言が終わり

ました。 

 昼食のため午後１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時４７分 

                              

再開 午後 １時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位２番、議席番号13番、安久議員の発言

を許します。 

〇13番（安久莊一郎君） 第３回定例会に当たり、

私は１件の質問をしたいと思います。 

 高レベル放射線廃棄物の最終処分場について。

片岡春雄寿都町長は、８月12、13日の両日、マス

コミ各社の取材に答え、高レベル放射性廃棄物、

以下核のごみ、最終処分場建設の第一歩となる文

献調査応募検討の意向を示しました。これに対し

て漁業関係者をはじめ周辺自治体、北海道知事な

どから同意できないなどの声が上がっています。

核のごみ最終処分場建設問題は、国民の声を無視

した国の原発推進政策から生じたものです。日本

学術会議は、国民的合意形成のため核のごみは暫

定保管として、乾式（空冷）で地上保管し、暫定

保管は原則50年を提言しています。核のごみの処

分は、余市町民にとっても命と暮らしに直結する

問題です。齊藤町長の核のごみ最終処分場に対す

る姿勢について町民は注視しています。以下、町

長の見解を伺います。 

 １、寿都町での核のごみ最終処分場問題は経済

の中心を第一次産業に置く我が町に風評被害をは

じめ多大な打撃を与えます。寿都町長に文献調査

断念を申し入れるべきではありませんか。見解を

伺います。 

 ２、核のごみ最終処分場建設については、日本

学術会議も科学的、技術的知見の蓄積が不十分と

しています。安定させるのに数万年はかかると言

われている核のごみの最終処分は、遠い将来まで

関わる問題であり、今拙速に進めるべき問題では

ありません。余市町内でも核のごみからの放射線

汚染の影響をはじめ風評被害のおそれが訴えられ

ています。この問題は、専門家による提言を踏ま

え、余市町内でも十分な論議を行うことが必要で

す。町長は町民に必要な資料等を提供しながら活

発な論議を起こすリーダーシップを発揮するべき

と考えますが、見解を伺います。 

 ３、今回の寿都町長の文献調査応募検討の大き

な理由は、20億円の交付金受け取りがあります。

北海道新聞は社説で多額の交付金で自治体をつる

ような国の地方分断を批判しています。鈴木北海

道知事も札束で頬をたたくようなと批判していま

す。住民の命と暮らしに直結する事業がこのよう

なやり方で行われることはあってはならないと考

えますが、町長の見解を伺います。 

 ４、今回の問題を考えるに当たって先例があり

ます。2007年に最大20億円の交付金の魅力で文献

調査に高知県東洋町の当時の町長が応募しまし

た。町を二分する対立が起き、町長は信を問うと

辞任し、出直し選挙で反対派が圧勝し、応募は撤

回されました。しかし、双方がきちんと話し合う

場を設けることができなかったこともあり、今も

わだかまりが残っているとも言われています。寿

都町民はもとより、後志管内、ひいては道民全体

の命と暮らしに関わる問題です。齊藤町長は、近

隣自治体をはじめ全道に寿都町の応募検討撤回の

働きかけをすべきと考えますが、見解を伺います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の高レベ

ル放射性廃棄物の最終処分場についてのご質問に

答弁申し上げます。 

 １点目、２点目、４点目のご質問につきまして

はそれぞれ関連がありますので、一括してご答弁

申し上げます。文献調査につきましては、現在寿

都町内において本件に関する住民説明会が実施さ
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れており、今後は近隣自治体や関係団体との意見

交換などを経た上で応募するか否かの判断がなさ

れる予定と聞き及んでおりますが、本件調査は当

該自治体が判断すべき案件であり、現時点におい

て余市町が態度表明を行う案件ではないと認識し

ております。 

 ３点目の多額の交付金でつるような国のやり方

をどう思うかとのご質問でございますが、国から

の交付金や補助金は国が進める政策の実現を目的

に交付されるものであり、このたびの交付金制度

についてその是非を論じる立場にはありません。 

〇13番（安久莊一郎君） まず、１点目です。こ

の寿都町の文献調査応募について、やはりもっと

深刻に考えなくてはいけないのではないかと思う

のです。まず、小樽地区の漁業組合長の会が緊急

会議を開いて、全会一致で寿都町長に抗議したと

いうことがあります。やっぱり寿都町だけの問題

とは考えられない。もし寿都町でこの処分場の事

故があった場合、それが余市町のほうに影響を与

えるということは十分考えられるわけです。それ

から、風評被害ということもあります。ですから、

やっぱり寿都町だけの問題と考えてこの問題に対

して余市町が何も考えないということはあり得な

いと思うのです。その理由として、一つ、道新の

ほうで全道の首長さんにアンケートをやったと報

道されております。その中でこの後志管内の中で

７つの市町村が応募検討に明確に反対していると

報道されております。その中では、やっぱりこれ

は北海道全体で議論すべきだと、そういう問題で

あると。それから、核のごみの受入れにつながる

文献調査に応募するということは、やっぱり反対

であると。私の質問の中にも入れましたけれども、

この核のごみの問題は10万年にわたる影響を与え

る問題だと。だから、これを短時間で受入れかど

うかということを考えるべきでないと。それから、

１つの町が判断する問題でもないと。いろいろこ

の後志管内の７つの市町村の首長さんがやはり心

配を述べております。これは、全道でやっぱり論

議すべき問題というのが私は当然だと思うので

す。それだけ深刻なこの核のごみの問題だと思う

のです。ですから、それを余市町がないがしろに

してはならないと思うのです。町長は１番目と、

それから２番目と４番目と一括して答えましたけ

れども、その全部に関わる問題だと思うのですけ

れども、再度、全道に関わる問題というほかの首

長さんの認識、これは誤っていると考えられてお

るのでしょうか。まず、そこをお聞きしたいと思

います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の再度の

質問に答弁させていただきます。 

 先ほど申し上げましたとおり、現在寿都町内で

住民説明会が実施されており、これから判断がな

されるわけでございますので、現時点では特段態

度を表明する案件ではないということでございま

す。 

〇13番（安久莊一郎君） ですから、私は、先ほ

ども言いましたように、これは寿都町民だけが判

断する問題ではないと思うのです。周辺の自治体、

反対をはっきり表明している自治体さんもやはり

それは我が事として考えて、住民のことを考えて

反対しているわけです。だから、全道的な問題で

あると。そこの後志管内の７つの首長さんの明確

に反対している人の理由の一つに全道的な問題で

あるということが言われているのです。だから、

そこをよく考えていただきたいと思うのです。 

 それから、だからそのことぜひ考えていってい

ただいて、それが２番目の質問にも関わってくる

のです。余市町内でもこれについての議論、やは

り町民それぞれ皆さん心配しているのです。だか

ら、そのときに、まだこの問題というのは深く知

られていない部分もあるわけです。ですから、こ

れはどんな問題なのかということを町民に明らか

にしていく。そして、町民の中でも議論していた

だく。本当に寿都町でそういうものを受け入れて、



 

－41－ 

  

最終処分場を造ることがいいのかどうか、その問

題、責任を持って当たっておられる町長がやっぱ

り先頭に立ってこの問題を論議していく、これが

一番いいことではないかと思うのですけれども、

どうでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 質問の趣旨としてはほかの首長の判断について

はどうなのかということでありましょうけれど

も、論点が賛成、反対というそんな単純なもので

なくて、入り組んでいるわけでありまして、文献

調査の後も概要調査、精密調査と３段階あるわけ

で、それを一括して賛成、反対というようなこと

は拙速にはできないわけであります。そもそも文

献調査もやるかどうかの判断も寿都町がなされて

いないというのは先ほどから申し上げているとお

りでありまして、ですから現時点では寿都町が判

断すべきだということで答弁させていただいてい

るというわけであります。 

 次にご指摘いただいた町内で議論を巻き起こす

べきということでありますけれども、まさにそれ

寿都町で行われていることであり、議論を巻き起

こすために文献調査を行ってはどうかというよう

な判断がなされているわけでございますが、安久

議員の説に乗るとすると余市町も文献調査に乗る

ということになってしまいますけれども、それは

違うと思いますが、そういうことでございます。 

〇13番（安久莊一郎君） 今の答弁の最後のとこ

ろは、本当ちょっとこれは問題がある答弁だと思

います。この文献調査をやることによって最終処

分場建設までいってしまう、これについて町民は

危惧しているわけです。私も非常にこの問題につ

いては大いに危惧しているわけです。だから、そ

このところをきちんと踏まえていかなければ、文

献調査というのは最終処分場建設に至る調査の一

番最初の調査なのです。だから、それに入ってい

くということは、アンケートの中でも出ています

けれども、文献調査から始まって、これを受け入

れることが、今は文献調査だからいいだろうなん

て言っていると、それは最終処分場建設にいって

しまうと、国もそれを狙っていると、それが心配

なのです。だから、文献調査の問題を取り上げる

ということは最終処分場建設を目指すものという

認識に立っていただかないとこの問題は理解が進

まないのではないかと思うのですけれども、どう

でしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員のご質問

に答弁させていただきたいと思います。 

 安久議員がおっしゃったのは、文献調査イコー

ル最終処分場の受入れであるという認識というふ

うに私は捉えましたので、答弁させていただきま

すと、私の認識は文献調査イコール最終処分場の

建設ではないというふうに考えています。 

〇13番（安久莊一郎君） 私は、やっぱり文献調

査に入るということは最終処分場建設の道をつけ

ることになるとほかの方も心配しているとおりだ

と思うのです。そこをまず押さえておきたいと思

います。 

 それから、２番目で私が言いました日本学術会

議の提言というのは、非常に大事なところだと思

います。ご承知のように、日本学術会議というの

は日本を代表する科学者の集まりであります。そ

こが2012年ですか、声明出しているのです。この

2012年というのは、実は政府のほうから学術会議

に検討を依頼されまして、この検討というのは文

献調査、その当時、2000年に法律ができましたが、

第１段階の文献調査開始に必要な自治体による応

募が進まないと。それで、政府が学術会議に検討

を依頼してきたのです。それに対する2012年の日

本学術会議の回答は、原子力発電をめぐる大局的

政策についての合意形成に十分取り組まないまま

高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定という

個別的な課題について合意形成を求めるのは手順

として適切でないと、逆転していると、こう言っ
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ているのです。今問題になっている寿都の文献調

査から始まる調査、これは地層処分ということで、

核のごみを地下300メートル掘って、そこに埋めて

いって、安全に核のごみを処分していくというの

ですけれども、それは現時点での科学的知見の限

界があるとはっきり言っているのです。安全性と

危険性に関する自然科学的、工学的な再検討に当

たっては、専門的で独立性を備え、疑問や批判に

対して開かれた討論の場を確保する必要がある

と、こう政府の問いに回答しています。ですから、

やはり今回の問題、これは日本学術会議が指摘し

ているようにそういう地層処分、これをするとい

うことはまだ拙速的であると、よく論議をしなく

てはいけないと、こう言っている問題なのです。

だから、それにつながるこの文献調査、これをや

っぱりやめるべきではないのですか。寿都町長に

撤回を求めることが必要ではないかと思うのです

けれども、どうでしょう。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 日本学術会議の指摘を踏まえてということでご

ざいますが、日本学術会議の説明に関して余市町

としてどうこう言う立場にはございません。 

〇13番（安久莊一郎君） やはり日本学術会議の

重みというのですか、それをきちんと押さえなく

てはいけないと思うのです。人文社会科学、それ

から自然科学の全分野にわたる科学者の代表機関

と。1949年に設立されまして、日本学術会議法と

いうのもありまして、それでちゃんと押さえられ

ていまして、この学術会議というのは科学の向上、

発展を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反

映、浸透させること、これを目的にしています。

その目的の実現のために政府への勧告、答申、声

明の発表、国際的な会議への参加、学術交流など

を行うと、こう位置づけられている会議なのです。

その会議が政府に対して回答を寄せたわけです。

ですから、それは尊重して、やっぱり国の政策に

反映しなくてはいけないと思うのです。そういう

重大な会議、組織なのです。だから、そこのとこ

ろをきちんと町長も押さえて、町民に対してやっ

ぱり今回の問題は非常に大事な問題含んでいるの

で一緒になって考えようということを提起して、

町長がリーダーシップを取って論議を巻き起こす

と、そのことを私は言っているわけです。ぜひ日

本学術会議の提言についての認識を改めていただ

きたいと思うのですけれども、いかがですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 学術会議について余市町として論説する立場に

ありません。他方で、核の問題について知識、教

養を深め、議論を深めるという観点は反対するも

のではございません。 

〇13番（安久莊一郎君） 日本学術会議のこの提

言の重み、これを十分町長に理解していただきた

いと思うのです。 

 それから、20億円の交付金の問題です。私も言

ったように、20億円については北海道知事が札束

で頬をたたくようなという表現をしていますし、

道新の社説も多額の交付金で自治体をつるような

国の地域分断を批判しております。ですから、も

ともとこの国からの交付金というのは住民の福

祉、厚生、そういう生活をよくするために出され

るべき交付金だと思うのです。それがこのように

学術会議も反対する。周辺の自治体の首長さんも

反対する。道民の中にも根強い反対がある。その

ために、それを実現するために交付金が出される

ということは許してはならないと思うのですけれ

ども、それについて、もう一度認識を伺いたいと

思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 先ほど申し上げましたけれども、国からの交付

金や補助金は国が進める政策の実現を目的に交付

されるものであり、その是非を論じる立場にはあ
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りません。 

〇13番（安久莊一郎君） だから、そこのところ

でぜひ町長の認識を変えてもらわないと、この今

回の問題、町民が納得できる方向にはいかないと

思うのです。やっぱり町民の中でも反対署名だと

かいろいろ考えるのです。学習会とか、そういう

のもやられているところもあるのですけれども、

そうやってどんどん、どんどんこの問題というの

は単なる寿都の問題、そこではなくて、我々自身

の問題として考えて、そのためにやっぱり町民に

とって論議をするというのは非常に大事なことだ

と思うのです。町民が知らないうちに寿都町民だ

けの判断でいってしまうということはしてはなら

ないと思うのです。そこのところをぜひ考えてい

ただきたいと思いますが、再度、どうでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 町民の中で議論をしてはどうかというような話

でしたが、それについては、先ほども申し上げま

したとおり、特に反対するものではなくて、知識、

教養を深める点で議論するのは非常にいいことだ

というふうに思っているわけです。 

〇13番（安久莊一郎君） そのリーダーシップを

町長に取ってもらいたいと、取るべきだと思って

います。そのためにぜひ再度リーダーシップを求

めて、終わりたいと思います。 

 １つ、この問題についてやっぱり各地で反対さ

れている方、心配されている方、風評被害、これ

を取り上げられているのです。風評被害が起こる

からこの文献調査には反対だと、心配だと言われ

ているのですけれども、余市町にとって、もし寿

都町でそういう処分場ができた場合の風評被害に

ついてはどのようにお考えでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 余市町にできた場合ということですか。 

（何事か声あり） 

 寿都町でできた場合ですね。そもそも最終処分

場が寿都町にできるかどうかもまだ判断されてい

ない段階ですので、仮定の質問にはお答えできま

せん。 

〇13番（安久莊一郎君） そこが大事なところだ

と思うのです。寿都町にできたら、みんなが心配

しているのは寿都町の問題ではないのだと。だか

ら、食の都プロジェクト、余市町が進めようとし

ております。そのときにこの風評被害によって多

大な影響が与えられるのではないかと思うのです

けれども、それについて伺っています。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 最終処分場、できるかどうかもそもそも確定も

しておりませんし、文献調査の段階でやるかどう

かもまだ決まっていないと。寿都町がまだ議論し

ている段階ですので、仮にできたらどういう風評

被害なのかということはお答えできないというの

はご理解されるかとは思います。 

〇13番（安久莊一郎君） やはりそこのところは、

余市町民にとって、余市町にとっても重大な問題

だと思うのです。余市町が今進めようとしている

そういうプロジェクト、それに対して、万が一で

きる可能性もあるわけです。そういうときに風評

被害、この問題が非常に大きな問題になります。

ですから、先手を打って、やっぱり余市町長とし

て寿都のほうに働きかけるし、全道にも働きかけ

る、これが今町長としての手腕が求められている

かと思うのです。ぜひとも食の都プロジェクトを

成功させるためにはこの核のごみ処分場建設に対

して明確にノーと言っていただきたい、そのこと

を申し上げたいと思うのです。そのことを再度伺

いたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 できることが前提での議論はできないというの

が私の答弁でございます。最初からの繰り返しに
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なりますが、現在寿都町内で議論が行われている

段階であり、地方自治の本旨というのに住民自治

というのがありますから、まず、先ほども申し上

げましたとおり、文献調査イコール最終的に造る

ということは私はそうは思っていないというわけ

でございますので、寿都町の議論を見守りたいと

いうことでございます。 

〇13番（安久莊一郎君） 最後になりますけれど

も、できてしまったらもう遅いのです。だから、

できる前にいかに止めるか、そこが今問われてい

るわけです。だから、今こういう事態のときにや

っぱり町長、先頭に立って、いろいろ働きかけを

するし、反対をちゃんと寿都町にも申し入れる、

そして町民に対しても一緒になって考えようとい

うことをぜひやっていただきたいと思っておりま

す。何か町長の答弁、同じことの繰り返しのよう

ですので、これ以上論議進めても駄目かと思いま

すけれども、ぜひそのことを強く求めて、私の質

問を終わります。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員のご質問

に答弁させていただきたいと思います。 

 安久議員がおっしゃるとおり、議論をして知識、

教養を深めていくと。本当にこれはどういうもの

なのかというのがまだ知識がそんなに十分ではな

いと思いますので、その点は私も反対すべきもの

ではなくて、大いに議論をして、果たしてこれは

本当に危ないのかどうか、どういう被害があるの

かというのも含めて議論、知識を深めていくべき

だというふうに考えております。 

〇議長（中井寿夫君） 安久議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 １時３３分 

                              

再開 午後 １時４５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位３番、議席番号16番、山本議員の発言

を許します。 

〇16番（山本正行君） 令和２年余市町議会第３

回定例会において、さきに通告した一般質問２件

ですが、町長には答弁のほどよろしくお願いした

いと思います。 

 共同墓の設置について。共同墓とはお互いに知

らない者同士の複数人が宗派に関係なく一緒に納

骨する場所ですが、近年は少子高齢化、核家族化

もあり、お墓を継ぐことを望まない人も増えてき

ているなど、またお墓は高くて買えないという理

由などで共同墓を希望する方が多くなっていると

聞いています。町営の共同墓の設置について町長

の見解を伺います。 

 次に、余市町観光振興の中の新たな観光資源の

開発についてでありますが、余市町観光振興計画

は平成30年から平成34年、令和４年までの５か年

の計画になっているところですが、誰もが予想す

ることのできない出来事が全世界で発生し、この

コロナ禍の状況を考えてみると、誰が悪いわけで

はありませんが、観光客は計画とは相当数減少し

ていると推測される。特にインバウンドの来町は

当面の間は期待できないが、その反面よい点もあ

り、平成30年度に余市小樽間の高速道路が開通し

たことによる効果と思われるが、相当数のマイカ

ーによる観光客が増加していると思います。この

ピンチをチャンスに変えるタイミングとして、前

々から課題になっている体験型観光メニューの開

発に着眼し、調べてみると、現在は農業体験とと

もにワインに関する体験や農道離着陸場における

スカイダイビング等が見受けられるが、本町の観

光資源に着目をしていくと北北東及び東北東に延

びる海岸線は17キロにも及び、沿岸はニセコ積丹

小樽海岸国定公園に指定されている海岸線は特に

ローソク岩、えびす大黒岩、シリパ岬など海上か

らの景観がとてもすばらしいものと思います。陸
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地からの観光メニューだけではなく、海岸線沖合

からの観光メニューがあってもいいのではないか

と思います。町長は新たな体験型観光メニューを

開発する考えはあるのかをお聞きします。 

 次に、観光振興計画の中の主な観光資源の中で

特産品の分類で菓子のところにリンゴもなか、ウ

イスキーもなか、アップルパイと書かれています。

いま一歩インパクトに欠けていると思います。特

に若い世代の人に好まれる余市に特化した新しい

お菓子の開発ができないものか、町長の考え方を

お聞きします。よろしくお願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、山本議員の共同墓

の設置についてのご質問に答弁申し上げます。 

 少子高齢化や核家族化が進む中、お墓の維持が

困難となる事例や経済的理由などにより墓石の建

立や納骨が困難な方もいらっしゃると認識してお

ります。そのような中、比較的安価で維持管理の

負担が小さい共同墓の設置については公営のみな

らず、全国的に進んでいるところです。本町にお

きましては、町民の皆様のご要望や関係機関、団

体のご意見を伺いながら整理してまいります。 

 次に、新たな観光資源の開発についてのご質問

に答弁申し上げます。１点目の新たな観光体験メ

ニューを開発する考えはあるかとのご質問でござ

いますが、本町を訪れる観光客の滞在時間の延長

や観光消費の増額を図るためには豊富な観光資

源、特に体験型観光メニューが豊富であることが

望まれるところでございます。本来観光メニュー

の開発は行政ではなく、事業者が行うことが望ま

しいものでありますので、その取組を活性化させ

るために平成29年度から令和元年度まで余市観光

協会へ委託事業として体験型観光資源発掘業務を

実施、今年度においては体験型観光メニューをさ

らに発展させることでより魅力的な体験型観光メ

ニューの創出を図るべく体験型観光資源活用発展

業務を同じく余市観光協会へ委託事業として実施

しております。 

 次に、余市に特化したお菓子の開発ができない

かとのご質問でございますが、これも事業者が行

うべきものであり、昨年度には地域の特産品を活

用した商品開発の取組に対する支援制度を創設し

ておりますので、新たな商品の開発につながるよ

う当該支援制度の積極的な周知に努めます。 

〇16番（山本正行君） 共同墓の関係については、

今後も余市町民の動向なども見た中での新しい形

のお墓の在り方について十分認識をしているとい

うことでありますので、これについては何かあれ

ばもう一言いただきたいと思いますが、お願いし

たいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、山本議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 本件につきましては、先ほど申し上げたことが

全てでございますが、各近隣の例を見ましても宗

教界の団体とかからも要望を受けて町が動くとい

う形になっております。他方で、余市については

そういう状況にはないので、今後も情報を整理す

るということでございます。 

〇16番（山本正行君） ぜひとも共同墓について

は今後ともよろしくお願いしたいというふうに思

います。これについては終わります。 

 続きまして、体験型メニューの関係であります

が、観光協会のほうにも委託事業としてメニュー

開発をしているということでありますので、私も、

これについて今回触れたのは私自身も昨年の町議

会選挙の中で公約の一環として体験型メニューの

開発という形で提案をさせていただいておりま

す。その中にまさしくこの海岸線を要素にしたマ

リンレジャー的な観光資源、これの開発をしてい

きたいというような思いも私の中にもありまし

た。そんなことで今回質問をさせていただきまし

たが、町長の先般のフェイスブックを見ると、海

岸線を海からモーターボートか何かで撮影した映

像が見受けられたのです。それで、このフェイス

ブックの内容を見ると、これは町長は相当、自ら
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余市海岸、シリパ岬からローソク岩までの間をク

ルージングしながら観光の資源調査をしたのかな

と、私はそのように捉えさせていただきました。

先般私も機会がありましたので、再度シリパ岬か

ら豊浜沖のローソク岩までクルージングをさせて

いただきました。非常に天気のいい日は海岸線が

きれいで、現在余市町においては海岸に関する観

光としては豊浜に民間でスキューバダイビングを

やっている方が１件あります。あと、余市町内に

あるメニューとしては釣り船関係はあるのです

が、名所を回るようなクルージングツアーという

のは今余市にはないと思います。小樽は青の洞窟

という有名なスポットがありまして、それに対す

る小樽運河の港から出るクルージングが非常に人

気を得て、今小樽では相当な件数が、小樽を出て、

ぐるっと青の洞窟を見て帰ってくるコース、40分

から１時間弱のコースですが、非常にこれは評判

もよく、小樽で今やっていると。さらに、隣町の

積丹町を見ると、積丹水中展望船などで活動をし

ていると。同じニセコ小樽国定公園の海岸エリア

だと私は思いますが、私もずっと余市にいますが、

なぜかしら余市町においてはそこの開発が遅れて

いるなと。今町長から聞いたとおり、そういうの

もありまして、多分委託業者、観光行政の詳しい

観光協会が行っているのか分かりませんが、観光

協会が行っているとすれば、体験型のメニューが

近々出来上がってくるものかなというふうに期待

するところです。そんなことで、ぜひとも町長の、

コロナ禍という非常に全国的にも厳しいこの情勢

の中で、今回私が提案をしているこの体験型のメ

ニュー開発については今後このコロナ禍の中では

多分、予想ですが、インドアよりはアウトドアと

いう志向になっておりますので、外でレジャーを

楽しむ人が増えてくるというふうに思いますの

で、ぜひともこの開発について前向きに進めてい

ただきたいということで、考え方を聞きたいと思

います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、山本議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 おっしゃるとおり、海関係には非常に風光明媚

な場所が広がっており、私の投稿、あれは私が行

ったわけでなくて、ほかの人が行ったやつをシェ

アしただけですけれども、すばらしいきれいな海

のコースだったというふうに理解しております。

このようにやはりすばらしいスポットが、もちろ

んワイナリーのブドウ畑もそうですし、海に行け

ば余市にも青の洞窟のような場所もありますの

で、非常に可能性に満ちている場所だというふう

に考えております。他方で、我々行政が観光メニ

ューを開発するわけではありませんので、先ほど

来申し上げていますが、事業者が行うことが望ま

しいと。小樽も積丹も事業者がやっているわけで

ございますが、そういうのも踏まえて観光協会が

宝島社ですとかと組んで体験型観光を発掘してお

りまして、海の関係ではローソク岩のシーカヤッ

クツアーなどもやっているというふうに認識して

おります。今後も、先ほど申し上げましたが、委

託事業といいますか、事業者が体験型観光を形成

できるような後押しは引き続きしていきたいとい

うふうには思っています。 

〇16番（山本正行君） 今町長からは投稿はした

けれども、私は行っていませんと。それはシェア

したということで理解をすれば何ら問題はないこ

とでありまして、別にそこを責めているわけでも

何でもありません。ただ、そのときの情報の中に

も多分あったと思いますが、景勝巡りだけではな

く、今余市の海は、この積丹半島も含めてですが、

水温が上昇しているのかなということもありまし

て、魚の種類も変わってきていると。そして、前

よりブリやマグロなどのそういう目撃も多くなっ

てきていると。それに併せてイルカの群も多くな

ってきていると。だから、場合によっては、あく

までも民間企業がやるのは当然ですが、メニュー

としてはホエールウオッチングではないですが、
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イルカのウオッチングもメニューに入れていける

ような、そういう資源が豊富な海であるというこ

との認識をまずいただいて、そしてこれを行うの

は民間の力と。まさしくそうです。これは、民間

でないとできないと思います。ただ、それに対し

て私お願いしたいのは、観光協会がもし事業主体

としてやるとなったとき、もしくはどこかの民間

企業が事業主体となったとき民間企業、１つの企

業が全てを準備して、スタートして、海を相手に

すると自然環境に影響される、海はしけが１か月

も続いたら営業できない、そんなことを含めて考

えたときに第三セクターがいいのか、観光協会が

いいのか、ちょっとその辺が分かりませんが、町

としてその事業者に何らかの裏補填ができるよう

な、それによって継続できるような観光資源にし

ていただきたい、こんなことも併せて今日お願い

をしておきたいなというふうに思っています。そ

んなことで、ぜひともこの体験型観光ツアーの特

に海に関する問題については近い将来、あまり遅

くならないうちに一定程度の結論を出していただ

いて、いろいろな方に余市のよさを知ってもらう

ということをお願いしたいなというふうに思いま

すので、もう一度これに関して町長の答弁お願い

します。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、山本議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 先ほど申し上げましたが、シーカヤックツアー、

既に体験型観光であるということで、質問の趣旨

が裏補填をしてほしいということでありました

ら、基本的には観光事業者が独自の責任でもって

やるのが正当な経済活動と思いますので、町から

今のところ裏補填するというつもりはないという

ことは申し上げておきたいと思います。他方で、

体験型メニューに関しましては、29年度からやっ

ているとおり、非常に可能性があると思いますの

で、その点はもちろん事業者がスムーズにできる

ような支援は引き続きできる限りしていきたいと

いうふうに思っております。 

〇16番（山本正行君） 体験型観光に関するとこ

ろについては、一定程度今町長から裏補填の問題

も含めて前向きなお話がありましたので、これに

ついては終わらせていただいて、次のほうに移り

たいと思います。 

 これも私がもともと役場職員だった時代から課

題でありました余市町に観光に来たけれども何か

お土産ないですかと。一般的にはよく使われたの

が農協で出しているリンゴジュース、りんごのほ

っぺ、これがよく使われております。今でも多分

結構使われていると思います。ところが、５本入

りになると１キロくらいの重さで、持って帰ると

いったら大変なのです。ただ、逆に言うといいも

のではあるけれども、もっと違うものはないのか

なと前々から私も考えておりました。過去に地元

菓子協会と商工会議所か何かとの連携の中で何か

開発できないかという議論もさせていただきまし

たが、なかなかそれが進まなく、いやいや、ウイ

スキーもなかがあるからと。いやいや、リンゴも

なかがあるよと、そういう話で物事があまり進ま

ないと。そんな中、山本観光農園がアップルパイ

を出したことによって少し新たな視点でのお菓子

が出てきたと。そして、今現在その３つが中心的

な銘柄ではないですが、そういうふうになってい

ると。それから何かないかということで考えたと

きにいま一歩インパクトに欠けているなというこ

とで、これも先ほど答弁にあったとおり、民間の

業者がやはりいろいろな角度から研究をして、開

発をしていくというのが基本だということは十分

分かっております。ただ、行政として何かできな

いのかというふうに考えたときに、齊藤町長は就

任してもう２年が来ると思いますが、種をまきな

がら収穫する時期に入ってくるということも申し

上げているようですが、私はこの間種をまいた中

に、民間の力の中にもしかしたら、私もちょっと

記憶薄いのですが、道内メーカーのきのとやかも
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りもと、そことのつながりが齊藤町長はあるので

はないかなということも思いまして、今回、行政

が直接やるということはできないのは私も十分分

かっておりますが、もし可能であれば余市町が民

間の大きなお菓子メーカーにお願いをしてでもい

いから、特にフルーツになると思いますが、余市

の特産品に特化した新しいお菓子、例えば若い人

に喜ばれるお菓子がクッキーなのか、何かなとい

うのは正直言って私も分かりません。ただ、そう

いうお菓子があれば１キロもする重たいお土産持

たなくてもさくっと買ってさくっと帰れるとい

う、そういうお土産がもしあれば、特にそれが余

市に来ないとないよと。小樽、札幌では買えない、

余市で買えるのだと、そういう戦略が可能であれ

ばと思い、今回質問させていただいております。

ぜひとも前向きな再度の答弁、よろしくお願いし

ます。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、山本議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 民間業者が余市町の素材を使ってお菓子の開発

ということでございますが、山本議員もおっしゃ

ったとおり、きのとやさんは余市のリンゴを使っ

たアップルカスタードパイというのをやってくれ

ていたり、ほかの業者、挙げれば切りがないぐら

いたくさんの業者がありますけれども、アップル

パイですとかジェラートですとか様々な余市産品

のお菓子自体は開発してくれております。例えば

余市のトマトを使ったおかきのようなものも出し

ている会社もありますし、セイコーマートさんは

これまで多くの余市の産品を使ってくれて、累計、

相当な売上げ本数、個数の商品を出してくださっ

ているということで、余市の産品自体は様々な事

業所さんが使ってくれているということでありま

す。他方で、山本議員が指摘しているのは町内の

事業者の中でということだというふうに思います

ので、これに関しては、先ほども申し上げたとお

り、商品開発の支援制度を創出しておりますので、

ぜひこういうのを活用しながら新しい、お菓子で

も何でもいいですけれども、作っていっていただ

きたいなという思いでおりますので、ぜひ山本議

員も活用して、お菓子を作っていただければと思

います。 

〇16番（山本正行君） これで最後にします。今

町長からあったとおり、いろいろな方面で開発を

した中で販売もやっているというのも私も知って

おります。ただ、やっぱり地元のお菓子屋さんと

の連携や地場産品で物を作っていくという基本的

な経済対策を考えたときになるべく内需が余市町

内で起き得るような、そういう政策も今必要だと

いう判断を町長もしているみたいですので、商品

開発に対する補助金やいろいろな制度もあると思

いますが、今後ともそういうものを活用して前向

きに開発していけるような、そういう環境をぜひ

ともつくっていただきたいということを申し添え

て、最後一言何かあれば答弁を聞いて、終わりた

いと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、山本議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 ぜひ町内業者が商品開発の支援制度を使って新

しい商品開発していただければ、町としても制度

を創出したやりがいがあるというふうに思ってお

りますので、そういうふうな方向に進んでいけれ

ばいいと思います。繰り返しになりますが、山本

議員もぜひお使いいただいて、開発いただければ

と思います。よろしくお願いします。 

〇議長（中井寿夫君） 山本議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時１１分 

                              

再開 午後 ２時２５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 
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 発言順位４番、議席番号15番、中谷議員の発言

を許します。 

〇15番（中谷栄利君） 私は、今定例会に当たり

１件の質問しております。要を得た答弁を理事者

においては願います。 

 新型コロナウイルス感染症の対策について。非

常事態宣言が解除された今も新型コロナウイルス

の猛威は継続しています。道内、全国でも医療機

関、介護施設、保育所などでクラスターが発生し

ています。さらには、この影響で日常生活を支え

ている医療機関、介護事業所などが受診、利用の

控えもあり、経営困難、事業閉鎖など危機に直面

しています。また、秋、冬の感染症対策に向けて

大きな不安を抱えている実態も分かってきまし

た。インフルエンザや風邪など症状でコロナを区

別することは困難と言われています。そのために

もインフルエンザの予防接種の徹底が必要とされ

ています。特にコロナで重症化リスクが高いとさ

れている高齢者の予防接種の徹底が必要です。東

京都は、インフルエンザと新型コロナウイルスが

同時流行した場合、患者の重症化や医療機関の負

担が増えるおそれがあるとして、60歳以上で基礎

疾患がある人と65歳以上の高齢者にはインフルエ

ンザの予防接種を実質無料とすることを決めまし

た。町としても医師が必要と判断したＰＣＲ検査

を９月中に進めるとしていますが、住民の健康を

守るために急がれます。また、感染リスクを未然

に防いでいくためにも町行政と保健所、医療機関

が必要な情報を共有し、連携していくことが必要

です。以下、伺います。 

 １、町における医療機関、介護事業所など新型

コロナウイルスの影響について。 

 ２、医療機関、介護事業所、保育所をはじめと

した職員のＰＣＲ検査など実施することについ

て。 

 ３、医師が必要と判断したＰＣＲ検査の取組に

ついて。 

 ４、60歳以上で基礎疾患のある人と65歳以上高

齢者のインフルエンザ予防接種の無料化と促進、

徹底について。 

 ５、倶知安保健所余市支所を保健所として機能

強化を道に求めることについて。 

 ６、町行政と保健所、医療機関による新型コロ

ナウイルスの感染拡大防止対策を強化することに

ついて。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の新型コ

ロナウイルス感染症対策についてのご質問に答弁

申し上げます。 

 １点目の町における医療機関、介護事業所など

新型コロナウイルスの影響についてですが、医療

機関、介護事業所においては患者やサービス利用

者の減少が見られることから、経営への影響も懸

念されるところではあります。 

 ２点目の医療機関、介護事業所、保健所職員の

ＰＣＲ検査の実施についてですが、その時々の感

染状況により国、道の方針に基づき判断され、実

施されるものと考えております。 

 ３点目の医師が必要と判断した場合のＰＣＲ検

査の取組についてですが、従来どおり保健所が設

置する帰国者・接触者相談センターに相談した上

で、検査体制が整った帰国者接触者外来を紹介し、

ＰＣＲ検査が行われております。 

 ４点目の60歳以上で基礎疾患がある人と65歳以

上高齢者のインフルエンザの予防接種無料化と促

進徹底についてですが、季節性インフルエンザは

発熱を伴うなど新型コロナウイルスと症状が類似

していることから、コロナ禍においては例年以上

に警戒が必要なものと考えており、本町といたし

ましても高齢者や基礎疾患がある方については重

症化予防の観点からかかりつけ医師による適切な

時期に予防接種が実施されるよう医師会を通じ接

種勧奨に努めてまいります。また、高齢者インフ

ルエンザ予防接種の無償化については、今後道の

動きを注視してまいります。 
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 ５点目の倶知安保健所余市支所を保健所として

機能強化を道に求めることについてですが、倶知

安保健所余市支所は平成10年４月から道の保健所

機構改革により余市保健所から倶知安保健所余市

支所となった経緯があります。現在新型コロナウ

イルス感染症は倶知安保健所が担い、相談から疫

学調査、検査、指導に至るまで十分機能が果たさ

れております。保健所の整備等については道の判

断によるものと考えております。 

 ６点目の町行政と保健所、医療機関による新型

コロナウイルス感染拡大防止対策を強化すること

についてですが、既にそれぞれの機関が持つ役割

を果たしておりますが、引き続き保健所、医療機

関と連携を図り、感染拡大防止に努めてまいりま

す。 

〇15番（中谷栄利君） 答弁をいただきましたが、

まず新型コロナウイルスの医療機関、介護事業者

の感染の問題についての影響、これについて経営

が減少しているということで懸念されているとい

う話ですが、なぜこの問題についてあえて質問し

ているのかというと、本町においては高齢化率が

39％、そして特別養護老人ホーム、そして医療機

関、介護事業者が多い、そういった中でこれらの、

余市町の生活を支えていく意味でもこの医療機

関、介護事業者、またそして保育所もそうですが、

そういったところのしっかりした下支え、そうい

ったものがなければなりません。そこで、経営困

難ということが見受けられると、懸念だという話

がありましたが、前回の６月定例会の中でもこの

医療機関等における介護の減少、減収分について

の国に対してしっかりと補填すべきだと、そうい

ったような意見書、全会一致で採択した次第です。

こういったことも踏まえて、町としても国に対し

て、また道に対してもこの医療機関、介護事業所

のしっかりした減収分も下支えする、そういった

対策が必要と思いますが、ただ経営懸念というこ

とだけでなく、町長としてもそういうことに対し

て国、道に働きかけることが必要と考えますが、

これについていかがですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 介護事業所の経営への懸念の話でありますが、

昨年度と比較しまして大体4.3％の減収になって

いるというのが現状であります。もちろんコロナ

禍において医療機関や介護事業所の減収の問題は

全国的にも話題になっている話でありますので、

国に対してしっかりとやっていってもらいたいと

いう思いではあります。 

〇15番（中谷栄利君） 前回の議会での全会一致

の意見書、しっかり尊重して、国、道にしっかり

働きかける、そういった意思であると私は思いま

すので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 それで、これらの経営をしっかり下支えするた

めにも、今医療機関、介護事業所で特にそれぞれ

が高齢者と接するというところで、やはり感染対

策について非常に警戒している。特に医療機関に

おいては入院患者については、最近知ったことで

すが、面会できるのは１回だけと。また、介護事

業者においては部外者の面会はできない、そして

面接するについてもしっかりした感染対策を取ら

れているなというのが分かります。しかし、職員

に対してのＰＣＲ検査等においても事業所が努力

しているところはありますが、それぞれやはり検

温はもちろんやっていますが、しっかり体制を取

っていても感染してしまう、これが新型コロナウ

イルスの特徴だと思います。不幸にも余市協会病

院でも発生しましたし、また小樽市立病院の中で

も発生している。今終息に向けて全体努力して取

組が進められていますが、新型コロナウイルスに

ついてはそういった危険をはらんでいる。ですか

ら、何よりも職員に対してのＰＣＲ検査、議員団

で訪問して聞いたところによれば、特別養護老人

ホームにおいては抗原、抗体のキットを購入し、

職員が不安であればいつでも検査していいという
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形で積極的に事業所として行っているということ

が分かりました。ぜひ検査について、保険が適用

になれば無料になりますけれども、必要とした検

査で不安だからという場合については相当高い値

段が設定されて、医療機関、介護事業所などの負

担になる、そういうことが考えられます。ぜひこ

の問題については国、道に対してしっかり求めて

いくこと、そしてこれだけ高齢化している特養、

医療機関、介護事業所が多い本町として職員のＰ

ＣＲ検査について徹底していくためにも、この問

題について、今現在事業者が独自に努力している

問題に対しても町が何らかの支援と同時に国と道

に働きかけて、この高齢者等人と接する機関、ま

してそれが日常生活の住民にとっての下支えにな

っているわけですから、その部分についていち早

く検査体制、万全に進めることを求めていかなけ

ればならないと思います。町長としてその取扱い、

まず自治体としてこの問題についてどういうふう

に対応していくか、国と道に対して対応するのか、

その２つに分けてぜひ答弁お願いしたいと思いま

す。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 まず、自治体に関しましては医師が必要だと判

断した方に対してはＰＣＲや抗原検査を費用負担

する形で行われているということで、それは自治

体といいますか、そういう方針で進めていってい

るということであります。また、それ以外の国、

道のことに関しましては、都道府県レベルでの話

だと思いますので、国、道の方針に基づいて実施

されていくものだというふうに思っています。 

〇15番（中谷栄利君） ３番目の質問についても

絡んで答弁していただいたものと思いますけれど

も、まず整理すると今国、道について、方針がい

ろいろありますが、とにかく検査は必要と認めな

がらも自治体や事業所任せになっているというの

が実態で、発熱外来で必要と認めた、今国のほう

で方針変えて、厚生労働省でも通知を出していま

すが、それはあくまでも医師の判断でＰＣＲ検査

を必要とした場合、保健所を介さなくても検査を

行う、そういった問題についてです。そうでなく

て、働くに当たって必要と判断した場合の検査、

そういったことが今求められていると思います

が、やっぱり不安に感じながら仕事しているとい

うのが現状ではないかなと思います。そういった

中で不幸にも感染してしまうというのがコロナの

問題ですから、こういった医療機関、介護の事業

所に当たって、また保育所に当たってもこういっ

たＰＣＲ検査等の何らかの対策、自治体として積

極的に支援していく、そういった体制が必要だと

思いますので、そういったことをお伺いしていま

すので、それはあくまでも国、道の方針に従って

お願いしたいということなのか、事業として町を

守るためにも必要と判断するのか、そこが問われ

ておりますので、そういった答弁をぜひ期待して

おりますが、お願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の再度の

質問に答弁させていただきます。 

 質問の趣旨が必ずしも明らかではありません

が、要は自治体として全件ＰＣＲ検査をしたほう

がいいのではないかというような趣旨でありまし

たら、ＰＣＲ検査をした後、翌日にかかるかもし

れないですから、理論上は毎日やらないと安全性

は確保できないということでございます。ですか

ら、国、道と一般的にやられていることは医師が

疑わしいと判断した場合にはＰＣＲ検査をすると

いうような体制を取っているわけであります。他

方で、心配な方に関しては協会病院にも余市、北

後志が支援する形でＰＣＲセンター、感染対策セ

ンターが設けられますので、そこで自費によって

検査が受けられるというような体制であります。 

〇15番（中谷栄利君） これからの対策というこ

ともあって、いろいろな方針が出ていますから、

それは進捗状況によって進めたいと思いますが、
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現場でやはり無症状で知らぬ間に感染させてしま

っているということに対しての不安を感じながら

働いているというのが現状ではないかなと思いま

す。そのことに対していち早く確認して、安全を

担保するためにも必要な検査に取り組むべきだと

いうことで質問しておりますので、お願いします。 

 そのことについてはその程度にとどめますが、

３番目の医師が必要と判断したＰＣＲ検査の取組

についてということなのですが、問題については、

議員協議会の中でもこの問題は明らかになって、

取組の状況が一体どうなっているのかなというこ

とがあって、心配になって質問しました。今現在

９月14日ですので、中旬に差しかかっていますが、

特にこの問題について協会病院のほうでのホーム

ページ等で公開しているようですが、ＰＣＲ検査

ではなくて、それに準じたさらに早期に分かる検

査で対応している話だと思います。公開している

情報なので、あえて私から言いますと、ＬＡＭＰ

法検査ということで、要するに保険診療とは別に

希望者を対象にした新型コロナウイルス感染症検

査を実施するというのが９月９日に発表されてお

ります。問題はいろいろあるので、整理したいと

思いますが、まず発熱外来でかかった場合、医療

機関であらかじめ電話等で発熱があるのでもしや

コロナではないかという心配もあるから受診した

いという相談の下に対応する。その中で医療機関

で問診等行い、やっていくことになるかと思いま

すが、これはどこの医療機関でもできるものとは

なりません。いわゆる一般外来の患者さんと動線

というのですか、入り口を分けて、そしてなおか

つ受診する、問診する場所も隔離して、別室で対

応しなければならない、そういったものでありま

す。そういったことが余市町の今、いわゆるかか

りつけ医というのですか、そういった一般診療を

行っている医療機関で全てがそういったことに対

応できる状況があるのか、こういったことについ

て、どういうふうに医師会とも連携しながらこの

問題について検討しているのか、まずそこをお伺

いしたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 発熱等の症状が生じた場合には、まずはかかり

つけ医に相談すると。相談した医療機関で受診、

検査が可能な場合にはそこで検査を行うと。可能

ではない場合には、相談した医療機関から検査が

できるところに案内して、検査を行ってもらうと

いうような流れです。相談する医療機関に迷う場

合は、保健所の受診相談センターに相談して、判

断するというような流れになっています。 

〇15番（中谷栄利君） 発熱外来で医療機関に電

話した場合、できる医療機関とできない医療機関

がありますので、電話の段階で、こういうことあ

ってはいけないと思いますので、あえて言わせて

いただきますが、うちではできないのでお断りし

ますではなく、やはり次に余市町内でできる医療

機関についてはこういったところですとかという

案内を、発熱外来の相談電話があったときにはそ

ういった対応で患者の受診権をきちんと守るとい

うことに対しての徹底が住民生活のコロナ問題で

まず不安を抑える意味でも大切な姿勢だと思いま

す。ぜひとも医療機関等で患者の動線、そういっ

た確保できる、できないの医療機関があった場合、

そういった問題についてもぜひ医師会等の中でそ

ういったことについての徹底を図って、住民の中

にも発熱外来についての方向についても医療機関

でできるところ、そうでないところの案内をホー

ムページでもぜひ公開して、対策を取ってもらい

たいと思います。 

 問題はＰＣＲ検査についてなのですが、もし陽

性ということが分かった場合、現在の取組ではこ

の後、症状がない場合は自宅で療養か、あるいは

隔離施設での療養生活に入るかと思いますが、本

町の場合、そういった陽性者が出たときの隔離療

養する、そういった体制等はいかがですか。 
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〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 この話は何度も言っているかと思いますけれど

も、仕切りについては倶知安保健所です。常任委

員会でも言っていますが、小樽市は小樽市の保健

所があるから、小樽市で仕切っており、ほかの後

志は倶知安保健所の管轄なので、陽性者が出た場

合は保健所の仕切りによって指定の医療機関に行

く、隔離するなどの方針が決定されるということ

です。 

〇15番（中谷栄利君） 要するに道の指導の下に

行われるということで、町として療養施設がどう

だとかということではなく、道の指示に従うとい

う話だと思います。それは分かりました。 

 次に、要するにインフルエンザの予防接種の無

料化と促進徹底についてですが、これも厚生労働

省からインフルエンザについての通知が最近出て

いると思います。これらを受けて、東京都や、今

私の手元にもありますが、いろいろなところで、

根室市、あるいは清水町、また道南の七飯町等で

も、このインフルエンザワクチンを進めることに

よってやっぱり新型コロナとの同時流行に対して

備える、医療機関がまず体制を崩壊させないため、

そして何よりも高齢者等の重症化を出さないため

に有効な手段としてまずインフルエンザ予防接

種、これを徹底させていく。国のほうでもワクチ

ンについての増産について、約９％ですか、今現

在増産体制になっているということを聞いており

ます。本町においても今65歳以上、また若年層の

方に対しても補助を行っています。65歳は1,000円

ですが、ぜひ東京都と同じような考え方、60歳以

上の基礎疾患、そして65歳以上の高齢者に対して

の無料化をすることによってこれについての対

策、布陣をしっかりしていくということが今必要

ではないかなと思っています。インフルエンザの

ワクチンといってもなかなか全てがされるわけで

はないですが、少なくともこういったことで案内

をし、何よりも健康であってもらうことと医療機

関の体制を守るという意味で有効な手段だという

ふうになっております。ぜひそういったことで、

町長の先ほどの答弁では動向見てという話があり

ましたが、そのことについて、今10月からの、ホ

ームページ等でもいろいろ調整されて、対応する

課では動いているようですが、ぜひそういった判

断を首長としても、町長としても対応すべきでは

ないかなと考えていますが、その問題についてど

のようにお考えでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 余市町では、60歳から64歳で心臓、呼吸器、免

疫等の基礎疾患を持っている方ですとか、65歳以

上の方のインフルエンザを、先ほども申し上げま

したとおり、医師会を通じて接種を進めているわ

けでございまして、平成30年度では大体61％の方

が接種されているということであります。もちろ

ん重症化防止の観点からも適切な時期に予防接種

がされるように引き続き医師会を通じて接種を進

めていくということでございます。 

〇15番（中谷栄利君） あえて医師会通して徹底

という話ですが、残念ながら1,000円という形で、

65歳以上にあってはなおかつ身障手帳を持ってい

るということが条件になっていますので、今基礎

疾患を有するということはどういうふうな解釈に

なるか。持病で糖尿病や高血圧症等持っていても

重症化になるリスクは高いと言われています。そ

ういったことも判断した上での検討はこれからも

必要となりますが、これらの問題についても医師

会等通してぜひ、秋、冬の対策についてもこれか

らの検討の大きな問題となっておりますので、し

っかりそういったリスクを抑えていくための万全

な体制を早急に願いたい。そのためにも、今

1,000円で61％という状況ですから、負担を極力、

何でも無料にすればいいというものではないとい

う意見もあるかもしれませんが、無料化すること
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によって安心して検査を受ける、ワクチンを受け

るという糸口になればそれほどいいものではない

かなと思います。ぜひそういったことも含めて医

師会と検討していただきたい、そのようにお願い

して、次５番目の倶知安保健所余市支所の保健所

機能強化についてなのですが、平成10年４月に機

構改革で支所となっております。支所になるに当

たって、余市町としても議会としても保健所であ

ってもらいたいということでいろいろな要請もあ

ったと聞いております。ただ、今新型コロナウイ

ルスで人口が１万8,000人と多い町の中で倶知安

保健所余市支所が十分機能を果たし得る存在なの

か、あるいは後志振興局の保健課のところでの相

談センターでこういったものが十分対応できるの

か、その辺に対して本当に疑心暗鬼にならざるを

得ないと私は思います。この保健所の支所になる

に当たって、近隣の小樽市があるからということ

で、そういったことも一つの考察材料になってい

たと思いますが、小樽市においては自分のところ

の管轄のところで非常に大変だという状況で、余

市は倶知安保健所のところで対応するというくく

りに道のホームページでもなっているのが現状で

す。これだけ、私たち共産党議員団も様々な懸念

として北星余市高校の問題、夏、冬の帰省の問題、

それだけでなく、いろいろなところでの感染リス

クのことを想定した場合の取組がやはり事前に必

要ではないか。新型コロナウイルスに対しての感

染症ですから、国や道についての管轄ということ

で、非常に難しい問題があるかもしれませんが、

住民生活においての様々なリスク、そういったこ

とについて気がつくのはやはり現場の自治体の担

当課であったり、職員であったり、あるいは事業

者であります。そういったところと連携を密にし

て、町行政としても保健所として機能強化をした

余市の保健所としてのいわゆる明確な姿勢を通

し、これらの体制に医療機関と必要な情報を共有

して対策に当たるということがやはり必要だと私

考えます。何でも国、道に任せる、国、道がやる

ことだからということではなく、不安なことに対

してのリスクを未然に防ぐための対策は何なの

か、そういったことも医療機関との情報共有の中

で、保健所の機能強化でしっかりとした実地検査、

そういったことも含めて地方行政の担当課もその

使命を果たしていく役割があるのだと思います。

そのような連携をこの町の中でしっかり見せるこ

とによって住民が安心して暮らしていけるものだ

と私は考えますが、本来ある姿だと思っています

が、町長の答弁をお願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 趣旨としては、保健所が支所ではなく保健所本

体となって町と連携しながらやることが重要なの

ではないかということだと思いますけれども、先

ほど答弁させていただきましたとおり、もちろん

担当課としては倶知安保健所と連携は取っており

ますし、このコロナ禍においても倶知安保健所余

市支所となったことによって機能が果たされてい

ないかというと果たされていなくはないと。十分

機能しているというふうに考えております。協会

病院で発生した際もきちんと倶知安保健所が対応

していたというふうに把握はしておるわけでござ

います。道の機構の話ですので、町がどうこう言

う話ではありませんので、ここは道の判断による

ものではないかというふうに思っています。 

〇議長（中井寿夫君） 中谷議員の発言が終わり

ました。 

                       

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 
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 なお、明15日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 ２時５９分 



 

－56－ 

  

 

 

 

 

 

    上記会議録は、細川書記・小林書記の記載したものであるが、 

   その内容が正確であることを証する為、ここに署名する。  

 

 

       余市町議会議長    ３番  中  井  寿  夫 

 

 

       余市町議会議員   １６番  山  本  正  行 

 

 

       余市町議会議員   １８番  岸  本  好  且 

 

 

       余市町議会議員    １番  野  呂  栄  二 


